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　   強靱化推進方針に基づく取組一覧（令和８年（2026年）３月更新）

１　あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ

(１－１)大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

戸建て木造住宅の耐震化の推進
安心して住み続けられる住まいの確保のため、戸建て木造住宅の耐
震化に係る市町村への財政支援、耐震改修等に対する県民への啓発
及び耐震改修等に関する技術者育成を行う。

土木部

大規模盛土造成地変動予測調査の市町村指導
県内８０１個所の大規模盛土造成地を対象として、市町村が実施す
る変動予測調査第２次スクリーニングの取組を支援する。

土木部

盛土による災害の防止に向けた取り組みの推進
熊本市を除く、44市町村の区域内における、盛土等に伴う災害の発
生のおそれがある区域の把握及び既存の危険な盛土の把握のための
調査等を実施する。

土木部

庁舎等の公共建築物の非構造部材を含めた耐震
化の推進

庁舎等の倒壊を防止するため、吊り天井等の非構造部材を含めた公
共建築物の耐震化を促進するための技術的支援を行う。

土木部

私立学校施設の耐震化の促進
私立高等学校については、耐震対策未完了の構造体あり。非構造部
材の耐震対策については、建物の改修等に合わせて緊急性の高いも
のから実施する。

1-1,3-2,7-1 総務部

既存公営住宅等の安全性の確保

公営住宅の安全性を確保するため、県営住宅については、長寿命化
のための外壁改修等を計画的に実施するとともに、県営住宅以外の
公営住宅については、老朽化した住宅団地の更新や外壁改修等を実
施する市町村に対し支援を行う。

土木部

空き家の除却や修繕、改修の促進

地域の防災性向上に資する空家等の除却や活用を促進するため、市
町村が空家利活用マネージャー等専門家を活用する場合や空家の利
活用に係る改修を行う場合、空家の利活用に係る改修を行う民間事
業者に補助を行う市町村に対して支援を行う。

土木部

保育所、認定こども園等の耐震化整備
補助制度の活用により、保育所、認定こども園等の耐震化整備を促
進する。

健康福祉部

障害者支援施設の耐震化整備、倒壊の危険性が
あるブロック塀の改修

補助制度の活用により、障害者支援施設等の耐震化整備や倒壊の危
険性があるブロック塀の改修を促進する。

健康福祉部

児童福祉施設の耐震化整備の促進
大規模地震等による倒壊を防止するため、計画的に整備及び老朽化
した施設の更新・機能強化を図る。

健康福祉部

特別養護老人ホーム等における倒壊の危険性が
あるブロック塀の改修

施設の利用者及び地域住民等の安全を確保するため、倒壊の危険性
があるブロック塀の改修に必要な費用を補助する。

健康福祉部

不特定多数の者が利用する民間の大規模建築物
の耐震化の推進

不特定多数が利用する民間の大規模建築物(5,000㎡以上)で耐震診断
が義務付けられた施設について、耐震設計の実施及び耐震改修に係
る市町村への支援を行う。

土木部

多言語による在住外国人相談窓口の運営

災害時の在住外国人に対する支援を円滑に行うため、平時から多言
語(11言語以上)で対応する「熊本県外国人サポートセンター」を運
営する。
また、災害時においては気象情報や給水情報、生活支援に係る情報
等を多言語化し、熊本県外国人サポートセンターホームページ及び
Facebookで発信する。

1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 知事公室

教職員のみによる機能訓練及び学校の実践的な
避難訓練の推進

学校の管理職や防災主任を中心とした危機管理体制の充実を目的に
研修会を実施し、学校防災マニュアルの見直し・改善を図る。
また、学校安全総合支援事業の拠点校及び防災教育研究推進校にお
いて、防災管理体制の整備や実践的な避難訓練に取り組み、その好
事例を県内の学校に発信する。

1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 教育庁

防災教育に関する手引等を活用した防災教育及
び地域、保護者、関係機関等と連携した防災訓
練等の推進

各学校の防災教育の充実を図るため、県教育委員会が作成した学校
防災教育指導の手引等を活用した防災教育及び関係機関等と連携し
た防災訓練等を推進する。
また、学校安全総合支援事業の拠点校及び防災教育研究推進校にお
いて、地域等と連携した実践的な避難訓練に取り組み、その好事例
を県内の学校に発信する。

1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 教育庁

(１－２)地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

防火設備の適正な維持管理を促進
補助金等実態調査時に、防火設備を含む非常災害時に必要な設備の
設置及び維持管理について、点検を実施する。

総務部
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障害者支援施設等におけるスプリンクラー設備
の整備

補助制度の活用により、障害者支援施設等のスプリンクラー設備の
整備を推進する。

健康福祉部

軽費老人ホーム等におけるスプリンクラー設置
の推進

火災による人的被害の拡大を防ぐため、消防法令の改正に伴い、新
たにスプリンクラーの設置が必要となった軽費老人ホーム等に対し
て、その設置に必要な費用を補助する。

健康福祉部

多言語による在住外国人相談窓口の運営 １－１参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5

知事公室

教職員のみによる機能訓練及び学校の実践的な
避難訓練の推進

１－１参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 教育庁

防災教育に関する手引等を活用した防災教育及
び地域、保護者、関係機関等と連携した防災訓
練等の推進

１－１参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 教育庁

土地区画整理事業の推進
災害に強く安全なまちづくりを推進するため、土地区画整理事業に
よる道路、公園等の整備を行う。

益城中央被災市街地復興土地区画整理

青井被災市街地復興土地区画整理

消防資機材の整備
被災時の救助活動等に迅速に対応するため、消防本部や消防団にお
けるポンプ車等災害対応車両の配備やチェーンソー等の救助資機材
等の整備を行っている。

1-2,2-1,4-2 総務部

消防本部間での業務の連携・協力の推進

熊本県消防力強化推進計画に基づき、各消防本部の消防指令業務に
ついて、全県一区での共同運用（消防救急デジタル無線の共同利用
等を含む）を目指しつつ、併行して近隣消防本部による地域単位で
の共同運用を目指しており、費用低減等に係る検討を進めている。

1-2,5-1 総務部

消防学校における応援部隊の受入整備
大規模災害時における緊急消防援助隊の受入拠点となる消防学校の
整備に向け検討を進める。

1-2,2-1,7-1 総務部

消防団への加入促進

地域の防災力強化を図るため、その中核となる消防団員について、
市町村と連携し、国の事業等も活用し、消防団のＰＲや消防団協力
事業所表示制度の周知を図るなど、消防団員の確保に取り組んでい
る。

1-2,2-1,6-7 総務部

消防活動に必要な資機材等の整備
消防団の災害対応能力向上のため、ポンプ車等災害対応車両の配備
やチェーンソー等の救助資機材等の整備を行っている。

1-2,2-1,6-7 総務部

公園施設の老朽化対策及び公園緑地の再整備

災害発生時に滞在・休憩場所となる都市公園において、帰宅困難者
等が活用出来るよう、公園施設の老朽化対策及び公園緑地の再整備
を行う。
・熊本県民総合運動公園
・県営八代運動公園
・テクノ中央緑地
・水俣広域公園

1-2,2-6 土木部

(１－３)広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

農地海岸長寿命化計画の策定・変更及び海岸保
全施設整備等

津波、高潮、海岸堤防崩壊等による浸水を防止するため、防潮堤
等、海岸保全施設について、計画的に整備及び老朽化した施設の更
新・機能強化を推進する。

1-3,1-4 農林水産部

農地海岸保全施設長寿命化計画策定及び変更　1式(県内55海岸)

海岸保全基本計画の変更　1式（県内55海岸）

文政海岸高潮対策（堤防工、消波工等1式）

金剛海岸高潮対策（堤防工、消波工等1式）

高道海岸高潮対策（堤防工、消波工等1式）

熊本海岸津波・高潮危機管理対策(漏水対策工等1式)

宇城海岸津波・高潮危機管理対策(漏水対策工等1式)

玉名海岸津波・高潮危機管理対策(漏水対策工等1式)

土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

八代海岸老朽化対策(漏水対策工等1式)

天草海岸老朽化対策(漏水対策工等1式)

効果促進事業(浚渫工等1式)

農地海岸耐震対策（耐震照査１式）

漁港海岸保全施設長寿命化計画の策定・変更及
び海岸保全施設の整備等

津波・高潮等による越水、浸水を防止するため、護岸等海岸保全施
設について、計画的な整備及び老朽化した施設の補修・機能強化を
推進する。

農林水産部

県漁港海岸保全施設長寿命化計画策定及び変更　1式(県内15海岸)

塩屋漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

赤瀬漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

郡浦漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

合串漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

樋合漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

下桶川漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

鳩之釜漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

宮田漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

大多尾漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

御所浦漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

富岡漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

佐伊津漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

大江漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修)

二江漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等)

牛深漁港海岸(護岸、堤防、波返工、天端被覆工、消波工等補修及び
護岸、堤防耐震化)

市町村漁港海岸の整備・補修、長寿命化計画策定・変更(関係市町村)

港湾海岸長寿命化計画の策定・変更及び海岸保
全施設の整備等 津波・高潮等による越水、浸水を防止するため、護岸等の海岸保全

施設について、計画的な整備を推進する。
1-3,1-4 土木部

長洲港海岸(港湾海岸施設改良及び補修)

八代港海岸(港湾海岸施設改良及び補修)

本渡港海岸(港湾海岸施設改良及び補修)

三角港海岸(港湾海岸施設改良及び補修)

田浦港海岸(港湾海岸施設改良及び補修)

大門港海岸(港湾海岸施設改良及び補修)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

海岸施設の高潮対策
台風等による浸水被害の防止に向けた海岸施設の高潮対策に取り組
む。

1-3,1-4 土木部

荒尾海岸

新開海岸

江崎海岸

石場海岸

小仏海岸

大桜海岸

鷺の浦海岸

新開海岸

観音海岸

浦の迫海岸

砂月海岸

萱之木海岸

小松海岸

年柄海岸

白木尾海岸

釜海岸

首海岸

下津江海岸

手場海岸

海岸施設の老朽化対策 海岸の防護機能の強化・回復を図るため、海岸施設の老朽化対策を
行う。

1-3,1-4 土木部

男島海岸

明治新田海岸

野﨑海岸

新開海岸

新地海岸

樫浦海岸

四名田海岸

金桁海岸
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

不知火海岸

大桜海岸

火﨑海岸

東外園海岸

船場海岸

江崎海岸

早浦海岸

水門、陸閘等の整備(農地海岸)
開口部の常時閉鎖型への改善や、速やかな開口対応を可能とする水
門・陸閘等の整備を進める。

農林水産部

熊本海岸津波・高潮危機管理対策(陸閘等1式)

宇城海岸津波・高潮危機管理対策(陸閘等1式)

玉名海岸津波・高潮危機管理対策(陸閘等1式)

八代海岸老朽化対策(陸閘等1式)

天草海岸老朽化対策(陸閘等1式)

陸閘等利用頻度の低い開口部の閉鎖等（漁港海
岸）

開口部の常時閉鎖型への改善や、速やかな開口対応を可能とする水
門・陸閘等の整備を進める。

農林水産部

港湾海岸施設の排水機場更新
津波・高潮による浸水被害を防ぐため、港湾海岸施設の排水機場施
設の更新を行う。

1-3,1-4 土木部

三角港海岸(宇城地区1基、天草地区1基)

田浦港海岸(1基)

港湾海岸既設水門・陸閘等の自動化・遠隔操作
化の整備 津波・高潮による浸水被害を防ぐため、既設水門・陸閘等の自動

化・遠隔操作化の整備を行う。
土木部

八代港海岸(２門)

道路網の整備

災害発生時の円滑な避難や救急救援活動等を行うため、道路の計画
的な整備に取り組む。

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

国道266号(望薩峠２拡幅)

国道325号(菊池拡幅)

国道325号(菊池２拡幅)

国道325号(鹿本２工区)

国道387号(豊間工区)

国道389号(下田南バイパス)

国道389号(都呂々工区)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

国道443号(空港北工区)

国道445号(早楠２拡幅)

国道445号(早楠３拡幅)

国道445号(五家荘２工区)

国道445号(九折瀬工区)

国道445号(宮園工区)

国道445号（四浦東工区）

国道445号（下青井工区）

国道443号（小池工区）

国道445号（椎原２工区）

国道387号(須屋工区)

国道445号(相良BP）

国道442号(瀬の本工区）

国道266号（松島）

国道266号（本渡牛深工区）

大牟田南関線(久重２工区)

玉名立花線(河崎2工区)

竹田五ヶ瀬線(津留工区)

人吉水俣線(古里工区)

菊池鹿北線(傘〆工区)

菊池赤水線(旭志尾足工区)

熊本高森線(久石工区)

人吉水上線(黒肥地２工区)

松島馬場線(中野工区)

松島馬場線(大山工区)

南小国波野線(山鹿２工区)

高森波野線(滝水工区)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

錦湯前線(久米２工区)

山鹿植木線(北谷工区)

水俣田浦線(浜工区)

水俣田浦線(平国工区)

宇土不知火線(網津２工区)

有明倉岳線(楠甫工区)

芦北坂本線(百済木２工区)

芦北坂本線(立川工区)

芦北坂本線(横居木工区)

満越城本線(中工区)

長洲玉名線(平原工区)

玉名植木線(原倉工区)

笹倉久住線(産山工区)

南小国上津江線(中原工区)

辛川鹿本線(橋田工区)

辛川鹿本線(辛川工区)

河内矢部線(橘2工区)

河内矢部線(麻山工区)

上椎葉湯前線(江代工区)

中河間多良木線(槻木工区)

瀬田熊本線(錦野工区)

稲生野甲佐線(上早川工区)

清和砥用線(目丸工区)

氷川八代線(南工区)

五木湯前線(川内工区)

五木湯前線(竹の川工区)

相良人吉線(大川内工区)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

相良人吉線(尾崎工区)

大野下停車場西照寺線(西照寺２工区)

和仁菊水線(野田工区)

和仁山鹿線(東吉地工区)

和仁山鹿線(平小城工区)

堂園小森線(布田工区)

堂園小森線(小谷工区)

瀬田竜田線(吹田工区)

津留柳線(野尻工区)

内牧坂梨線(北坂梨工区)

内牧坂梨線(山田工区)

横野矢部線(葛原工区)

横野矢部線(滝尾工区)

三本松甲佐線(甲佐平工区)

三本松甲佐線(上揚工区)

今吉野甲佐線(田口工区)

郡浦網田線(網田工区)

郡浦網田線(三角町工区)

郡築横手線(郡築工区)

小鶴原女木線(小鶴工区)

幸野染田線(浜川工区)

梶屋多良木線(多良木工区)

天月湯浦線(市野瀬工区)

越小場湯浦線(古石工区)

球磨田浦線(二見赤松工区)

宮地岳本渡線(辺田工区)

坂瀬川御領線(種草工区)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

坂瀬川御領線(城河原工区)

河内上津浦港線(下津浦工区)

引地本町線(本町工区)

中小野浦川内線(竹崎２工区)

北里宮原線(北里工区)

深川津奈木線(染竹工区)

小枝深水線(深田西工区)

原植木線(吉富工区)

新八代停車場線(西片工区)

新山原水線(原水工区)

益城矢部線(田代工区)

熊本玉名線(小天工区)

宮原五木線(河俣工区)

部田見木葉線（土生野２工区）

南小国波野線（田尻工区）

本渡牛深線（下平北工区）

下郷北新田線(北部田２工区)

清和砥用線（石野工区）

小峰川内線（川野工区）

大津植木線（福原工区）

大津植木線（原水工区）

玉名立花線（長小田工区）

和仁山鹿線（城工区）

田底鹿本線（分田工区）

八代鏡宇土線（太牟田工区）

坂本人吉線（坂本工区）

湯出大口線（手子田工区）
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

錦湯前線(下村工区)

宮原五木線（椿工区）

人吉水上線（茂原工区）

牛深天草線（亀浦工区）

満越城本線（新開工区）

本渡牛深線（中田工区）

二見田浦線（二見洲口工区）

覚井一武線（木上工区）

柿原入佐線(造別当工区)

稲佐津留玉名線 (両迫間工区)

宇土甲佐線（津志田工区）

八代鏡宇土線（鹿島工区）

中津道八代線(藤本工区)

水俣出水線（湯出工区）

大宮地宮地岳線（五反原工区）

大牟田南関線（久重３工区）

堂園小森線（布田拡幅その２）

河陰阿蘇線(跡ケ瀬工区)

南小国波野線(満願寺ＢＰ工区)

竹田五ヶ瀬線(津留２工区)

芦北坂本線(宮浦３工区)

人吉水俣線(一勝地工区)

(町)鍋ケ滝線（県代行事業）

（市）梅戸明神町線・汐見町１号線（県代行事業）

(都)益城中央線(益城町)

(都)水前寺秋津線(熊本市)

(都)木山宮園線(益城中央被災市街地復興土地区画整理地内)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

(都)横町線(益城中央被災市街地復興土地区画整理地内)

(都)南部幹線(Ⅰ工区)

(都)南部幹線(Ⅲ工区）

(都)万田下井手線

橋梁補修

災害発生時の円滑な避難や救急救援活動等の支障とならないよう、
橋梁の計画的な補修を実施する。

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

蘇陽橋（国道218号）

桑鶴橋（国道218号）

蓍町橋（国道266号）

水次橋（国道325号）

菊池川橋（国道387号）

七障子橋（岩坂陣内線）

金比羅橋（国道501号）

玉名橋（稲佐津留玉名線）

玉名橋側道橋（稲佐津留玉名線）

山鹿大堰橋（玉名山鹿線）

分田橋（田底鹿本線）

広瀬橋1（南小国波野線）

道尻橋（阿蘇一の宮線）

山上大橋（阿蘇吉田線）

平原橋（熊本高森線）

新萩原橋（国道219号）

新前川橋（八代鏡線）

大野大橋（芦北球磨線）

漆口橋（一勝地神瀬線）

常盤橋（国道221号）

昇雲橋（国道221号）
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

第２野々脇橋（国道445号）

藤田橋１（国道445号）

日向瀬橋（相良人吉線）

二江大橋（国道324号）

広渡瀬橋（本渡下田線）

杉木橋側道橋（国道445号）

干切橋（水俣田浦線）

港大橋（国道324号）

天門橋（国道266号）

下田橋（国道389号）

菰田橋（玉名立花線）

古町橋（西の園中里線）

西塩塚橋（阿蘇一の宮線）

新松合橋（国道266号）

潮見橋（国道501号）

上井手川橋（国道325号）

第二矢ヶ部橋（南小国波野線）

福原橋（益城矢部線）

十ヶ谷橋（河内矢部線）

藤懸橋（国道221号）

松島橋（国道266号）

大楠１号橋（国道324号）

踊瀬橋（本渡下田線）

橋詰橋（玉名植木線）

第一深川橋（国道387号）

泗水跨道橋（国道387号）

第二中島橋（岩坂陣内線）
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

尾崎谷橋２（相良人吉線）

鬼池二号橋（国道324号）

高瀬大橋（寺田岱明線）

皿山橋（阿蘇吉田線）

水口橋（阿蘇吉田線）

薄原橋（側道橋）（国道268号）

新朝日橋（国道218号）

新開田橋（国道218号）

白谷橋１（清和砥用線）

屋敷橋（清和砥用線）

新鏡川橋（八代鏡宇土線）

清水橋５（鏡宮原線）

和小路かじろう橋（小川泉線）

松嵐橋（国道219号）

上猪２号橋（国道219号）

モタレの瀬戸１号橋（国道266号）

モタレの瀬戸２号橋（国道266号）

歳の神橋（甲佐小川線）

高田橋１（熊本菊鹿線）

新車帰橋（菊池赤水線）

竹の川一号橋（五木湯浦線）

第九谷川橋（上椎葉湯浦線）

新神代橋（国道266号）

第一涼松橋（都呂々宮地岳線）

無名橋２１（牛深天草線）

荒河内橋（坂瀬川御領線）

第一塩浜橋（下浦馬場線）
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

円通寺橋（円通寺志岐線）

葉桜橋（国道445号）

矢高橋（国道266号）

大津１号橋（国道325号）

引水高架橋（矢護川大津線）

佐野橋（南田島豊田線）

清水橋２（旭志鹿本線）

杉水橋（熊本大津線）

七障子橋（側道橋）（岩坂陣内線）

天の神橋（矢護川大津線）

峠橋１（北外輪山大津線）

岩本橋１（金山櫟野線）

角田橋側道橋（大牟田荒尾線）

横町橋（寺田岱明線）

大島橋１（熊本玉名線線）

川原田橋（荒尾南関線）

第二小原橋（南小国波野線）

古坊中橋（阿蘇吉田線）

津留橋６（高森波野線）

第1黒岩橋（高森波野線）

東今町橋（阿蘇一の宮線）

干切橋側道橋（水俣田浦線）

犬帰橋（高沢一勝地線）

坂口橋３（高沢一勝地線）

前島橋（国道266号）

芹谷橋（水俣田浦線）

楠甫大橋（国道324号）
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

野間橋（植木インター菊池線）

中川橋１（辛川鹿本線）

金山橋２（和仁山鹿線）

第二賀田橋（内牧停車場乙姫線）

御成橋（国道265号）

含蔵寺橋（国道265号）

第二萩原橋（国道219号）

第６八間川橋（八代不知火線）

第７八間川橋（八代不知火線）

ボックス（下岳）（小川泉線）

境谷橋（国道268号）

八幡橋３（二見田浦線）

第一奥構橋（国道268号）

長谷橋（坂瀬川鬼池港線）

橋梁の耐震化

災害発生時の円滑な避難や救急救援活動等の支障とならないよう、
計画的に橋梁の耐震化を実施する。

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

鯰避溢橋上り（国道266号）

鯰避溢橋下り（国道266号）

中之瀬橋（国道266号）

第２古城橋（別府一の宮線）

第二奥構橋（国道268号）

西郷橋（旭志鹿本線）

畑中橋1（443号）

河浦橋１（牛深天草線）

トンネル補修

災害発生時の円滑な避難や救急救援活動等の支障とならないよう、
トンネルの計画的な補修を実施する。

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

熊本空港地下道
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

梁瀬第一隧道

梁瀬第二隧道

馬場隧道

高森９号トンネル

高森８号トンネル

高森７号トンネル

高森６号トンネル

高森４号トンネル

七曲トンネル

石尾トンネル

杉ノ平トンネル

室原トンネル

黒川トンネル

波居原トンネル

奥黒川トンネル

浅瀬隧道

俵山トンネル

南阿蘇トンネル

火の山トンネル

山鹿隧道

万坂隧道

牧野トンネル

川内トンネル

七滝トンネル

古屋敷トンネル

平家トンネル

木折隧道
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

大通トンネル

笹越隧道

清正公岩トンネル

横谷トンネル

上荒地トンネル

下谷トンネル

大平トンネル

藤田トンネル

小鶴トンネル

道目木隧道

姫戸第３トンネル

菅の原トンネル

下田トンネル

福連木トンネル

牛深トンネル

魚貫隧道

二弁当トンネル

大多尾隧道

御所浦トンネル

五家荘トンネル

兵戸トンネル

小川トンネル

高森峠隧道

神屋敷トンネル

西大塚トンネル

鈴ヶ谷トンネル

板木トンネル

17 



計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

加久藤トンネル

姫戸トンネル

富津トンネル

崎津トンネル

小島トンネル

松崎隧道

宮田第一トンネル

宮田第二トンネル

宮田第三トンネル

牟田トンネル

軍ヶ浦トンネル

久玉隧道

大道第一トンネル

大道第二トンネル

大道第三トンネル

大江トンネル

有明トンネル

高戸一号トンネル

高戸二号トンネル

姫戸第２トンネル

須子トンネル

米の山トンネル

鬼海ヶ浦トンネル

宮の本トンネル

菅隧道

中谷トンネル

尾園隧道
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

妙見坂隧道

天鶴隧道

唐崎トンネル

栖本トンネル

所野尾隧道

菅第一隧道

柚之木谷トンネル

大瀬隧道

球泉洞トンネル

立原隧道

長平越隧道

小田床隧道

葉木隧道

船津隧道

六地蔵隧道

大型カルバートや道路標識等の補修

災害発生時の円滑な避難や救急救援活動等の支障とならないよう、
大型カルバートや道路標識等の計画的な補修を実施する。

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

蔀洞門

那良の瀬洞門

本渡下田線ロックシェッド

門型道路標識(１４基)

道路情報提供装置(門型９基、F型６７基)

亀甲歩道橋

嘉島歩道橋

道路照明(県内一円)

歩道等の整備

災害発生時の円滑な避難や救急救援活動等の支障とならないよう、
カラー舗装や防護柵設置等による歩道等(自転車通行空間含む)の整
備を行う。

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

竜北小川停車場線(新田工区)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

国道266号(曲野工区)

国道266号(曲野２工区)

国道266号(高良工区)

小川嘉島線(豊野工区)

小川嘉島線(北海東工区)

小川嘉島線(西海東２工区)

川尻宇土線(松山工区)

川尻宇土線(松山２工区)

国道218号(霊台橋工区)

国道443号(横田工区)

益城菊陽線(惣領工区)

益城菊陽線(惣領２工区)

画図秋津線(下六嘉工区)

国道445号(中島工区)

国道445号(滝尾工区)

熊本益城大津線(上益城工区)

国道445号(上寺工区)

原植木線(永工区)

大津植木線(野々島工区)

国道387号(広瀬工区)

国道387号(御代志２工区)

国道387号(御代志３工区)

国道387号(黒石工区)

熊本大津線(花立工区)

熊本大津線(幾久富工区)

辛川鹿本線(辛川工区)

辛川鹿本線(竹迫工区)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

熊本菊鹿線(須屋工区)

熊本菊鹿線(南方工区)

矢護川大津線(陣内工区)

矢護川大津線(大津工区)

菊池鹿北線(袈裟尾工区)

熊本大津線(八久保工区)

玉名八女線(上坂下工区)

金山櫟野線(金山工区)

部田見木葉線(白木工区)

大浜小天線(大浜町工区)

南関大牟田北線(関町工区)

荒尾南関線(上井出工区)

荒尾南関線(長山工区)

荒尾南関線(本井出工区)

国道389号(大島工区)

大牟田植木線(下坂下工区)

大牟田植木線(四ツ原工区)

玉名山鹿線（江田工区）

金山櫟野線(金山工区)

大浜小天線(大浜町工区)

南関大牟田北線(関町工区)

国道443号(相谷工区)

国道443号(関東工区)

熊本菊鹿線(菊鹿町宮原工区)

方保田山鹿線(方保田工区)

津留鹿本線(三玉工区)

鹿本松尾線(鹿本町庄工区)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

国道325号(河陽工区)

国道325号(河陽２工区)

山西大津線(鳥子工区)

国道387号ほか(阿蘇工区)

国道212号(阿蘇工区)

国道265号(上色見工区)

阿蘇管内国県道(阿蘇管内)

八代鏡宇土線(新牟田工区)

八代鏡宇土線(鹿島工区)

八代鏡宇土線(古閑出工区)

八代鏡線(両出工区)

氷川八代線(宮地工区)

国道219号(坂本工区)

国道443号(宮原工区)

水俣田浦線(牧の内工区)

水俣田浦線(桜ヶ丘工区)

越小場湯浦線(豊岡工区)

古石天月線(大野工区)

芦北球磨(宮浦工区)

国道219号(下原田工区)

国道219号(渡工区)

国道219号(渡２工区)

国道219号(西工区)　

国道219号(免田工区)　

国道219号(上里工区)　

国道267号(西間上町２工区)　

国道445号(深水工区)　
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

人吉水上線(深田西工区)　

人吉水上線(須恵工区)　

川瀬免田線(須恵工区)

覚井一武線(木上工区)　

遠原渡線(相良橋工区)

国道266号(河浦工区)

国道266号(志柿２工区)

本渡五和線(城河原工区)

国道324号(上津浦工区)

国道389号外1路線(白木河内工区)

国道266号(枦宇土工区)

天草管内補助国道・県道　案内標識整備

瀬田竜田線ほか(県内一円)

国道501号ほか(県内一円)　防護柵

国道387号ほか(県内一円)　道路情報盤

国道266号ほか(県内一円)　案内標識整備

球磨管内補助国道・県道(自転車通行空間)

天草管内補助国道・県道(自転車通行空間)

阿蘇管内補助国道・県道(自転車通行空間)

菊池管内補助国道・県道(自転車通行空間)

上益城管内補助国道・県道(自転車通行空間)

八代管内補助国道・県道(自転車通行空間)

芦北管内補助国道・県道(自転車通行空間)

玉名管内補助国道・県道(自転車通行空間)

鹿本管内補助国道・県道(自転車通行空間)

道路の無電柱化

災害発生時の円滑な避難や救急救援活動等の支障とならないよう、
道路の無電柱化を推進する。

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

国道325号(鹿校通工区)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

玉名山鹿線(大橋通工区)

氷川八代線(宮地工区)

国道387号(御代志工区)

高森停車場線(高森工区)

国道389号線(荒尾工区)

国道445号(下青井工区)

道路の越波・冠水対策
災害発生時の円滑な避難や救急救援活動等の支障とならないよう、
道路嵩上げ等の越波対策、冠水対策を推進する。

1-3,1-4

土木部

【越波対策】

水俣田浦線(芦北管内1箇所)

国道389号(天草管内1箇所)

本渡牛深線(天草管内1箇所)

牛深天草線(天草管内1箇所)

国道324号(天草管内2箇所)

【冠水対策】

長洲玉名線(玉名管内1箇所)

別府一の宮線(阿蘇管内1箇所)

球磨田浦線(芦北管内1箇所)

人吉水俣線(球磨管内1箇所)

中津道八代線(八代管内1箇所)

国道266号(宇城管内1箇所)

舗装の強化

災害発生時の円滑な避難や救急救援活動等の支障とならないよう、
緊急輸送道路における舗装構成の計画的な改善を図る。

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

国道212号(阿蘇市～小国町)

国道218号(宇城市～山都町)

国道219号(八代市～湯前町)

国道221号(錦町～人吉市)

国道266号(天草市～嘉島町)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

国道268号(水俣市)

国道324号(天草市～上天草市)

国道325号(山鹿市～高森町)

国道387号(合志市～菊池市、小国町)

国道389号(天草市～苓北町)

国道389号(長洲町～荒尾市)

国道442号(産山村～小国町)

国道443号(南関町～氷川町)

国道445号(嘉島町～人吉市)

国道501号(宇土市～長洲町)

熊本玉名線(玉名市)

大牟田南関線(南関町)

南関大牟田北線(南関町)

別府一の宮線(南小国町～阿蘇市)

天瀬阿蘇線(阿蘇市、小国町)

八代鏡宇土線(八代市～宇土市)

玉名山鹿線(玉名市～山鹿市)

本渡下田線(天草市)

芦北球磨線(芦北町～球磨村)

荒尾南関線(荒尾市～南関町)

熊本益城大津線(益城町～大津町)

本渡苓北線(天草市)

阿蘇公園菊池線(阿蘇市～菊池市)

荒尾長洲線(荒尾市～長洲町)

本渡五和線(天草市)

大牟田荒尾線(荒尾市)

八代港大手町線(八代市)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

郡築横手線(八代市)

八代港線(八代市)

菊池赤水線(菊池市～阿蘇市)

新合高浜港線(天草市)

本渡港線(天草市)

平山荒尾線(荒尾市)

北外輪山大津線(阿蘇市)

国道265号(山都町～阿蘇市)

国道267号(人吉市)

国道388号(水上村～湯前町)

玉名立花線(和水町)

日田鹿本線(山鹿市)

菊池鹿北線(山鹿市)

宮原五木線(八代市～五木村)

本度牛深線(天草市)

熊本高森線(益城町～高森町)

大津植木線(大津町～合志市)

人吉水上線(人吉市～水上村)

松島馬場線(上天草市～天草市)

南小国波野線(産山村～阿蘇市)

高森波野線(阿蘇市)

八代鏡線(八代市)

錦湯前線(錦町～あさぎり町)

多良木相良線(多良木町～相良村)

熊本大津線(大津町)

小川泉線(八代市)

人吉インター線(人吉市)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

山鹿植木線(山鹿市)

水俣田浦線(水俣市～芦北町)

長洲玉名線(玉名市)

高森竹田線(阿蘇市～高森町)

辛川鹿本線(菊陽町)

相良人吉線(山江村～人吉市)

堂園小森線(益城町～西原村)

益城菊陽線(益城町)

皆越免田線(あさぎり町)

龍ヶ岳御所浦線(天草市)

八代不知火線(八代市～宇城市)

熊本菊陽線(菊陽町)

阿蘇吉田線(阿蘇市～南阿蘇村)

熊本菊鹿線(菊池市～合志市)

熊本空港線(菊陽町)

原植木線(菊池市)

津留鹿本線(山鹿市)

玉名八女線(玉名市～南関町)

大牟田植木線(荒尾市～和水町)

芦北坂本線(芦北町)

人吉水俣線(水俣市)

小川嘉島線（宇城市）

大津西合志線(大津町)

六嘉秋津新町線（嘉島町）

竃門菰田山鹿線（山鹿市）

長洲玉名線(長洲町)

坂本人吉線（八代市～人吉市）

27 



計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

本渡牛深線（天草市）

都市防災総合推進事業の推進
地区レベルのきめ細かい防災対策として、防災上危険な密集市街地
等における道路・公園等の地区公共施設や津波避難タワー等の避難
場所の整備を行う。

土木部

洪水浸水想定区域図の提供
防災マップの作成を促進するため、県管理河川の洪水浸水想定区域
図を市町村に提供する。

土木部

河川カメラ・水位計の設置
住民避難のための河川情報を提供するため、河川監視カメラ及び水
位計を設置する。

1-3,1-4 土木部

多言語による在住外国人相談窓口の運営 １－１参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 知事公室

教職員のみによる機能訓練及び学校の実践的な
避難訓練の推進

１－１参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 教育庁

防災教育に関する手引等を活用した防災教育及
び地域、保護者、関係機関等と連携した防災訓
練等の推進

１－１参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 教育庁

(１－４)突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生（ため池の損壊によるものや、
防災インフラの損壊・機能不全等による洪水・高潮等に対する脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む）

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

県管理河川の河道改修等
風水害による浸水被害の防止に向けた河川整備を進める。 1-4、4-1 土木部

大野川(河道改修、橋梁架け替え、堰・樋門・樋管)

大鞘川(河道改修、橋梁架け替え、堰・樋門・樋管)

御溝川(放水路新設、橋梁架け替え、樋門・樋管)

境川(河道改修、橋梁架け替え、樋管)

白川(河道改修、橋梁架け替え、河道掘削、築堤、堰改築)

黒川(河道改修、遊水地)

坪井川(河道改修、耐震対策)

尾田川(河道改修、橋梁架け替え、堰・樋門・樋管)

潤川(河道改修、橋梁架け替え、堰・樋門・樋管)

天明新川(河道改修、橋梁架け替え、堰・樋門・樋管)

除川(河道改修、堰・樋門・樋管)

木葉川(河道改修、橋梁架け替え、堰)

竜野川(河道改修、橋梁架け替え、堰)

山田川(河道改修)

油谷川(宅地嵩上げ)

芋川(宅地嵩上げ)

梶原川（宅地かさ上げ）

万江川（河川改修）

川辺川(河道改修、遊水機能を有する土地)

中園川(宅地嵩上げ)

浜戸川(河川改修)

千間江湖(河川改修)

内田川（河川改修）

木部川（河川改修）

五丁川（河川改修）

釈迦院川(河川改修)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

今新地川(河川改修)

幕川(河川改修)

筒川(河川改修)

網津川(河川改修)

新耕地川（河川改修）

関川(河川改修)

裏川(河川改修)

菜切川(河川改修)

和仁川（河川改修）

内田川（河川改修）

岩野川（河川改修）

内野川(河川改修)

五郎丸川(河川改修)

上内田川(河川改修)

西堂の原川(河川改修)

堀川(河川改修)

筑後川(河川改修)

大畑川(河川改修)

乙姫川(河川改修)

山鹿川(河川改修)

蓬莱川(河川改修)

馬場川(河川改修)

矢形川(河川改修)

千滝川(河川改修)

水無川（河川改修）

八間川（河川改修）

油谷川（河川改修･輪中堤･宅地かさ上げ）

吉尾川（河川改修･輪中堤･宅地かさ上げ）

川内川（輪中堤･宅地かさ上げ）

漆川内川（輪中堤･宅地かさ上げ）

津奈木川（河川改修）

田浦川（河川改修）

宮の浦川（河川改修）

湯の浦川（河川改修）

田頭川（河川改修）

井口川（遊水機能を有する土地）

川辺川（河川改修、遊水機能を有する土地）

出水川（河川改修）

都川（河川改修）

白木河内川(河川改修)

合津川(河道改修、橋梁架け替え、樋門)

貝州川(河川改修)

志岐川（河川改修）

稗田川（河川改修）

坪井川（河川改修）

白川（河川改修）

浦上川（河川改修）

赤井川（河川改修）

木野川（河川改修）

岩原川（河川改修）

広谷川（河川改修）
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

黒川（河川改修）

大鞘川（河川改修）

水俣川（河川改修）

山田川（河川改修）

梶原川（河川改修）

芋川（河川改修）

万江川（河川改修）

柳橋川（河川改修）

県管理河川の河道掘削 洪水発生時等の水位上昇に備え、流下能力を確保するための河道掘
削を進める。

1-4 土木部

秋津川

坪井川

浜戸川

錦郷川

滑川

天明新川

井芹川

赤井川

河内川

木山川

除川

御船川

岩戸川

千間江湖

網田川

網津川

八枚戸川

郡浦川

砂川

大野川

津留川

矢形川

竜野川

大矢川

黒木尾川

東御所川

迫間川

笹原川

黒峰川

白川

黒川

内田川

西岳川

中原川

志賀瀬川

筑後川

立福寺川

褜川

西浦川

御船川

広戸川

馬場川

30 



計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

産山川

山鹿川

滝川

渋谷川

西谷川

潤川

緑川

谷郷川

長崎川

浦上川

大見川

明神川

小熊野川

波多川

上滑川

千滝川

宇谷川

五老ヶ滝川

神働川

東岳川

両併川

湯田川

鳥子川

大利川

菊池川

鴨川

合志川

菜切川

関川

繁根木川

木葉川

尾田川

和仁川

岩村川

岩野川

上内田川

千田川

矢護川

浦谷川

日平川

十町川

宮崎川

湧尾川

冬野川

今町川

柳谷川

吉田川

宮原川

境川

久井原川

西安寺川
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

行末川

白木川

浦田川

新岩原川

岩原川

坂田川

江田川

名塚川

下大野川

鏡川

流藻川

氷川

大鞘川

水俣川

湯浦川

山田川

万江川

胸川

小さで川

柳橋川

牛繰川

仁原川

川辺川

田頭川

水無川

二見川

油谷川

中谷川

深水川

天月川

漆川内川

百済木川

八間川

湯出川

大谷川

小川内川

佐敷川

小浦川

鶴喰川

小田浦川

葉山川

津奈木川

千代川

袋川

内野川

赤松川

河原川

田浦川

宮浦川

吉尾川

橋本川
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

野間川

井口川

免田川

水無川

牧良川

梶原川

宮河内川

出水川

馬氷川

都川

高柱川

阿蘇川

鬼木川

奥野川

鹿目川

永野川

鳩胸川

今泉川

内野川

楠甫川

上津浦川

白木河内川

広瀬川

志岐川

河内川

町山口川

今富川

横道川

葛河内川

大宮地川

流合川

一町田川

今田川

久留川

高浜川

亀川

早浦川

萩ノ平川

白洲川

方原川

教良木川

稗田川

下津浦川

合津川

都呂々川

大江川

海岸施設の高潮対策 1-3参照 1-3,1-4 土木部

河川施設(水門、排水機場、護岸等)の老朽化対
策 治水機能の強化・回復を図るため、河川施設(水門、排水機場、護岸

等)の老朽化対策や洗堀対策に取り組む。
土木部

【水門・排水機場等の長寿命化対策】

坪井川(排水機場、水門、管理所)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

大野川(排水機場、水門)

五丁川(排水機場)

赤松川（排水機場、水門）

堀川（排水機場、水門）

木部川（排水機場、水門）

千田川（水門）

郡浦川（水門）

浦川(水門)

菜切川(水門)

宮崎川(水門)

黒川(水門)

赤松川(排水機場、水門)

楠甫川(水門)

合志川(水門)

鏡川(水門)

胸川（水門）

都川（水門）

御溝川（水門）

坪井川（水門）

堀川（水門）

吉田川（水門）

楠甫川（水門）

坪井川

井芹川

無田川

豊田川

天明新川

宮原川

滑川

谷郷川

西谷川

神の木川

木葉川

河内川

網津川

郡浦川

八枚戸川

五丁川

大野川

大見川

砂川

津留川

網田川

波多川

唐人川

境川

浦川

菊志川

名塚川

岩原川

小坂川
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

上内田川

岩野川

木野川

塩浸川

上生川

合志川

矢護川

東岳川

西岳川

白川

満願寺川

木山川

金山川

竜野川

五老滝川

矢形川

笹原川

水無川

八間川

流藻川

水俣川

米田川

湯ノ浦川

橋本川

田川川

山川川

牧の内川

永野川

免田川

大宮地川

下津深江川

浦川

亀川

亀浦川

一町田川

町山口川

今泉川

上津深江川

教良木川

海岸施設の老朽化対策 1-3参照 1-3,1-4 土木部

河川カメラ・水位計の設置 1-3参照 1-3,1-4 土木部

道路網の整備

1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修

1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

橋梁の耐震化

1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修

1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修

1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備

1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化

1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の越波・冠水対策
1-3参照 1-3,1-4 土木部

舗装の強化

1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

避難指示等の適切な発令に必要な気象情報等の
確実な提供

防災情報ネットワークシステム等の各種防災情報システムの適切な
維持管理を行う。
また、国が行った「防災気象情報に関する検討会」の最終報告に伴
い、防災気象情報の内容が変更され、防災体制や情報伝達内容も大
幅に変更が必要となることから、迅速かつ的確な防災活動が可能な
よう体制整備やシステム改修を実施する。

1-4,5-1

知事公室

「マイタイムライン」の普及促進及び「マイタ
イムライン」を活用した住民参加型訓練の実施
支援

「マイタイムライン」の必要性や作成方法を解説する作成支援動画
等を活用し、市町村及び教育委員会や学校等と連携して、普及・啓
発を行う。また、市町村で実施するマイタイムラインを活用した住
民参加型訓練を支援する。
　さらに、防災士アドバイザーの派遣を通じてマイタイムラインの
普及等に取り組む。

1-4,5-1

知事公室

多言語による在住外国人相談窓口の運営 1-1参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 知事公室

教職員のみによる機能訓練及び学校の実践的な
避難訓練の推進

1-1参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 教育庁

防災教育に関する手引等を活用した防災教育及
び地域、保護者、関係機関等と連携した防災訓
練等の推進

1-1参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 教育庁

海岸施設の高潮対策 1-3参照 1-3,1-4 土木部

県管理河川の河道改修等 1-4参照 1-4 土木部

県管理河川の河道掘削 1-4参照 1-4 土木部

既設ダムの長寿命化計画に基づく機能回復・向上
ダム治水機能の回復・向上を図るため、既設ダムの設備更新や堆砂
対策等に取り組む。

1-4,1-5 土木部

市房ダム(放流警報設備、堆砂対策、管理用通路改修等)

氷川ダム(放流設備、観測設備、堆砂対策等)

亀川ダム(放流警報設備、観測設備、堆砂対策等)

石打ダム(管理用制御処理設備、放流設備、放流警報設備等)

上津浦ダム(管理用制御処理設備、放流設備、放流警報設備等)

路木ダム(管理用制御処理設備、放流設備、放流警報設備等)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

河川カメラ・水位計の設置 1-3参照 1-3,1-4 土木部

田んぼダムの普及・拡大
頻発化・激甚化する豪雨に備え、「流域治水」の一環として、県内全域で田
んぼダムの普及・拡大を推進する。

1-4、4-1 農林水産部

流域水害対策計画に基づく雨水貯留浸透施設等
の整備促進

竜野川 1-4,4-1 土木部

特別養護老人ホーム等における水害対策に伴う
改修等を促進

大雨等による水害の発生時、利用者が円滑で安全に避難できるよ
う、垂直避難用エレベーター・スロープ・避難スペースの確保等の
改修等に要する費用を補助する。

健康福祉部

障害者支援施設等における水害対策に伴う改修
等を促進

大雨等による水害の発生時、利用者が円滑で安全に避難できるよ
う、垂直避難用エレベーター・スロープ・避難スペースの確保等の
改修等に要する費用を補助する。

健康福祉部

港湾海岸長寿命化計画の策定・変更及び海岸保
全施設の整備等

1-3参照 1-3,1-4 土木部

農地海岸長寿命化計画の策定・変更及び海岸保
全施設整備等

1-3参照 1-3,1-4 農林水産部

漁港海岸長寿命化計画の策定・変更及び海岸保
全施設整備等

1-3参照 1-3,6-5 農林水産部

農業用ため池及び農業用ダムの計画的な改修
農業用ため池の二次災害を防止するため、保全管理に係るサポート
や改修を進める。また、農業用ダムについて、機能保全計画に基づ
き必要な更新整備を行う。

農林水産部

新地ため池地区(堤体工1式)

鷲巣地区(ため池3ヶ所)

野中ため池地区(ため池1ヶ所)

下小森地区(ため池1ヶ所)

第二蓑谷地区(取水施設1式)

教良木地区(ダム水管理システム更新1式)

楠浦ダム地区(ダム施設補修１式)

第二教良木地区(用水機場電気設備１式)

長田地区（ため池1ヶ所）

志岐地区(ダム施設補修１式)

天君ダム地区(ダム水管理システム更新1式)

深迫ダム地区(ため池箇所)

第二清願寺地区(水管理システムの更新)

ため池の適正な維持管理による二次災害の防止のため、市町村が作
成する防災重点農業用ため池833箇所のハザードマップ作成等を支援
するとともに、農業用ため池の管理者等への指導・助言を行う。

県管理河川の河道改修等 1-4参照 1-4 土木部

県管理河川の河道掘削 1-4参照 1-4 土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

海岸施設の高潮対策 1-3参照 1-3,1-4 土木部

河川施設(水門、排水機場、護岸等)の老朽化対
策

1-4参照 1-4 土木部

海岸施設の老朽化対策 1-3参照 1-3,1-4 土木部

流域下水道施設の老朽化対策
施設が機能不全に陥らないよう、必要な施設の老朽化対策に取り組
む。
（熊本北部流域下水道、八代北部流域下水道、球磨川上流流域下水道)

1-4,5-4 土木部

宅地かさ上げ事業の支援
大規模な浸水害被災地において地域の安全性を確保するため、宅地
及び公共施設の嵩上げ並びに宅地嵩上げに関連する家屋等の移設に
ついて、技術的支援を行う。

土木部

港湾海岸施設の排水機場更新 1-3参照 1-3,1-4 土木部

（１－５）大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者の発生 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

砂防施設の計画的な整備
土砂災害から人命・財産を守り、県土の保全と民生の安定に資する
ため、砂防施設の計画的な整備を行う。

1-5,2-7,4-7

土木部

【砂防堰堤】

鎌瀬川(4基)

神園1(1基)

岩戸川(2基)

久原2(2基)

瀬戸北(1基)

小山田川（1基）

黒谷川（1基）

大平1（1基）

第四中月川（2基）

下塩屋川（1基）

万江川（7基）

渕浦（下）（1基）

後川内川（5基）

古田川（1基）

松崎川第二（1基）

池上川（1基）

藤木川（2基）

本村川2(2基)

外牧川(1基)

湿谷川(5基)
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泉川(2基)

滑川(阿蘇市)(1基)

高根切川(堆積工1基)

滑川(南阿蘇村)(2基)

濁川(2基)

車帰川1(1基)

上初野川3(1基)

牧の内川(2基)

大手川2(1基)

岳本1(1基)

新所川1(1基)

中登川(2基)

小木川（1基）

鳳来3（2基）

宮尾川（1基）

小山川（1基）

下白木上川（1基）

宮の前川（1基）

前原第1谷（1基）

鍋倉川（1基）

湯鶴川（1基）

大坪川2(1基)

大坪川3(1基)

川内川(3基)

木屋角(1基)

小川(2基)

中園川(3基)

板崎川(2基)

宮園(1基)

堤(1基)

浜戸川(17基)

大沢水川２(1基)

岩野川(12基)

寺山（上）(1基)
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広瀬川(1基)

木葉-1(2基)

東舞鹿野川(1基)

梅木川(1基)

佐敷川(34基)

下り口川(1基)

大谷川(嵩上げ1基)

岡谷川第三(1基)

岡谷川(のり面工)

畑中川１(1基)

大谷川(1基)

岡谷川第三(1基)

畑中川１(1基)

西湯浦川

木原川

東岳川

小田川

平保の木川

保手ヶ谷川

下の川

東下田川２

乙姫川

滑川（阿蘇市）

大谷川

九円谷川

舞鹿野川

川内田(抑制工12箇所、抑止工3箇所)

白谷(抑制工35箇所、抑止工1箇所)

上久保(抑制工4箇所、抑止工3箇所)

大矢崎(抑制工1箇所、抑止工1箇所)

火の玉(抑制工1式)

坂本

灰床

大場
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

白瀬

魚貫

須子

大島

金焼

大多尾

大矢崎

折地(1箇所)

古川(1箇所)

大ノ根平(1箇所)

山口(1箇所)

村中(1箇所)

尾越崎(1箇所)

高田(1箇所)

松ヶ崎(1箇所)

浅海(1箇所)

和田(1箇所)

瀬高(1箇所)

鍛冶屋1(1箇所)

打越(1箇所)

平町1丁目(1箇所)

竹﨑3（1箇所）

新橋（1箇所）

高井川（1箇所）

汐入（1箇所）

湯の浦（1箇所）

下川後田1（1箇所）

白坂-2(1箇所)

浪床(1箇所)

今村2(1箇所)

大園(1箇所)

上豊内1（1箇所）

橋ノ本-1（1箇所）

大門瀬(1箇所)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

丸尾A(1箇所)

池田4丁目(1箇所)

瀬戸口(1箇所)

寺迫(1箇所)

向鶴(1箇所)

白浜(1箇所)

上横田(1箇所)

栗之尾(1箇所)

新橋(1箇所)

杉田上(1箇所)

新所(1箇所)

滝の上(1箇所)

尾越崎(4)(1箇所)

汐入(1箇所)

高井川（1箇所）

新南部2丁目（1箇所）

龍田2丁目（1箇所）

登立

上松尾

岩ケ鼻

万ヶ瀬1

万ヶ瀬2

永浦

善光寺

日向

土林

下町

長田

年の神

森下

平生

平町1丁目

尾ノ上

千束
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

大潟2

友辻

大松戸

通詞島

山の浦

今村2

浜

高田

辻

水浦

椿原

惣萩

大島

破木(A)

久立

野津

汐見町

鳩の釜

後向-1

土砂災害警戒情報の提供のための情報基盤整備
住民に土砂災害警戒区域等を周知するとともに、土砂災害警戒情報
の運用に必要な雨量局について、無線規格に対応した機器への更新
等を行う。

1-5,2-7,4-7

土木部

土砂災害警戒区域等の指定及び周知

土砂災害の発生するおそれのある区域を土砂災害警戒区域等に指定
し、住民の警戒避難体制の整備を図るとともに、その中でも特別警
戒区域については、住宅等の新規立地抑制、特定開発行為の制限等
のソフト対策を講じる。

1-5,2-7,4-7

土木部

地すべり対策及び農地保全等の推進 地すべり防止施設の損傷等に起因する農地被害を防止するため、計
画的な地すべり防止施設の更新等を推進するとともに、急傾斜地帯
における農用地の浸食、崩壊を防止する施設整備を実施する。

1-5,2-7,4-7

農林水産部

陣の平地区(地すべり対策1式)

浦地区(地すべり対策1式)

小田浦地区(地すべり対策1式)

柏ノ木第2地区(地すべり防止施設老朽化対策1式)

東門寺2期地区(水路工、水兼道路1式)

黒石2期地区(水路工、水兼道路1式)

治山事業等の推進 山地災害による人的被害等を防ぐため、治山事業、保安林整備事業
を実施する。

1-5,4-7
農林水産部

地域森林計画の「保安林の整備及び治山事業に関する計画」に記載
されている886地区

危険な盛土箇所の把握等
過去に盛土が行われた土地の分布と現地の状況を調査し、危険な盛
土箇所を把握した上で、土地所有者への指導等を行う。

土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

多言語による在住外国人相談窓口の運営 1-1参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 知事公室

教職員のみによる機能訓練及び学校の実践的な
避難訓練の推進

1-1参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5

教育庁

防災教育に関する手引等を活用した防災教育及
び地域、保護者、関係機関等と連携した防災訓
練等の推進

1-1参照
1-1,1-2,1-3,
1-4,1-5 教育庁

既設ダムの長寿命化計画に基づく機能回復・向
上 1-4参照 1-4,1-5 土木部

砂防施設の修繕・改築
砂防施設の損壊による二次災害を防止するため、既設の砂防設備・
地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設について、緊急改築を
行う。

1-5,1-6 土木部

【砂防堰堤】

川内川

長葉川

迫間川

深床谷川

江田川

岩村川

里浦川

染竹川

小川1

金山谷

中江川

片俣川

山鹿川

田の浦川

石間伏平川

山神川

久木野川

湯山川

小椎川

蓑谷川

日当谷川

北目谷川1

吹上川

曝谷川

鳳来川

樋の口川
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

葉山川

吉尾川

小さで川

横手川

下拂川

小谷川

鉄砂川

東山川

【地すべり対策施設】

立

都呂々

恵美須崎

【急傾斜地崩壊対策施設】

諏訪（Ｂ）

京伯

本村

池田

花園

塩尾

神代（西）

砂防堰堤の土砂撤去
土石流発生に備えるため、砂防堰堤に堆積した流木や土砂等の撤去
を行い、砂防施設の機能を回復させる。

1-5,1-6 土木部

小川内川(1基)

園口川(1基)

北里川1(1基)

桜ヶ水川(1基)

緑川(1基)

鎌野川(1基)

柏川(1基)

大谷川(1基)

谷山川(1基)

西小坪川(1基)

俱利伽羅谷川(1基)

大石谷川(1基)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

十町川(1基)

浦田川(1基)

油谷川(1基)

上鶴川(1基)

小田川(1基)

馬場川(1基)

枳ノ俣川(1基)

沓川(1基)

中原川(1基)

北里川(1基)

安世寺川(1基)

前野川(1基)

山田川(1基)

菜切川(1基)

山出川(2基)

金山川(1基)

中園川(2基)

洗川2(1基)

村山川(3基)

河内谷川(1基)

明神川(1基)

西平川(1基)

牧良川(1基)

湯山川(1基)

万江川(2基)

小谷川(1基)

鳥越川(1基)

高柱川(1基)

枝川内川(1基)

湯の原川(1基)

吉尾川(1基)

小木川(1基)

川平川(1基)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

満願寺川(1基)

古閑川(1基)

久米川内川(1基)

宮ヶ野川(1基)

中園川(1基)

河原川(2基)

板崎川(1基)

東下田川(1基)

宮川(1基)

道路災害防除対策
災害発生時の道路防災施設の損壊により円滑な避難や救急救援活動
等の支障とならないよう、落石対策等の災害防除対策に取り組む。

1-5,1-6 土木部

【点検】

道路土工構造物点検(県内一円)

【防災対策】

囲砥用線(上益城管内1箇所)

三本松甲佐線(宇城管内3箇所)

三本松甲佐線(上益城管内1箇所)

清和砥用線(上益城管内4箇所)

益城矢部線(上益城管内1箇所)

国道266号(宇城管内1箇所)

国道266号(天草管内1箇所)

国道443号(宇城管内1箇所)

清和砥用線(宇城管内2箇所)

囲砥用線(宇城管内1箇所)

国道443号(八代管内1箇所)

和仁菊水線(玉名管内4箇所)

和仁山鹿線(鹿本管内2箇所)

日田鹿本線(鹿本管内4箇所)

山鹿植木線(鹿本管内1箇所)

菊池鹿北線(鹿本管内1箇所)

原立門線(菊池管内2箇所)

鯛生菊池線(菊池管内3箇所)

国道387号(菊池管内7箇所)

阿蘇公園菊池線(菊池管内5箇所)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

産山小地野線(阿蘇管内1箇所)

国道212号(阿蘇管内1箇所)

菊池赤水線(阿蘇管内1箇所)

高森波野線(阿蘇管内1箇所)

稲生野甲佐線(上益城管内1箇所)

横野矢部線(上益城管内2箇所)

河内矢部線(上益城管内1箇所)

長原川野線(上益城管内1箇所)

国道218号(上益城管内1箇所)

国道325号(上益城管内1箇所)

国道445号(上益城管内2箇所)

国道445号(八代管内1箇所)

国道445号(球磨管内1箇所)

熊本高森線(上益城管内1箇所)

中津道八代線(八代管内1箇所)

田上日奈久線(八代管内1箇所)

樅木河合場線(八代管内1箇所)

国道219号(八代管内2箇所)

宮原五木線(八代管内1箇所)

芦北坂本線(八代管内1箇所)

久連子落合線(八代管内1箇所)

小鶴原女木線(八代管内1箇所)

国道219号(球磨管内3箇所)

芦北坂本線(芦北管内1箇所)

宮原五木線(球磨管内1箇所)

坂本人吉線(八代管内1箇所)

坂本人吉線(球磨管内1箇所)

小川泉線(八代管内1箇所)

天月湯浦線(芦北管内1箇所)

芦北球磨線(芦北管内1箇所)

人吉水俣線(芦北管内1箇所)

越小場湯浦線(芦北管内1箇所)

水俣田浦線(芦北管内2箇所)

高沢一勝地線(球磨管内1箇所)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

上椎葉湯前線(球磨管内1箇所)

槻木田代八重線(球磨管内1箇所)

国道267号(球磨管内1箇所)

国道388号(球磨管内1箇所)

河内上津浦港線(天草管内1箇所)

宮野河内新合線(天草管内1箇所)

深海線(天草管内1箇所)

都呂呂宮地岳線(天草管内1箇所)

姫戸港教良木線(天草管内1箇所)

龍ケ岳御所浦線(天草管内1箇所)

国道324号(天草管内2箇所)

国道389号(天草管内2箇所)

本渡牛深線(天草管内1箇所)

牛深天草線(天草管内2箇所)

別府一の宮線(阿蘇管内2箇所)

古石天月線(芦北管内2箇所)

黒木鹿北線(鹿本管内1箇所)

国道265号(阿蘇管内1箇所)

南小国波野線(阿蘇管内1箇所)

簡易防護柵(県内一円)

1-3「道路の越波・冠水対策」の同箇所

(１－６)火山噴火や火山噴出物の流出等による多数の死傷者の発生 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

火山噴火時の緊急対策資材の整備
阿蘇山の噴火に伴う土砂災害に対し、住民や観光客等の人命の保護
と被害の軽減を図るため、緊急対策資材(コンクリートブロック等)
を配備する。

土木部

砂防施設の修繕・改築 砂防施設の損壊による二次災害を防止するため、既設の砂防設備・
地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設について、緊急改築を
行う。

1-5,1-6 土木部

【砂防堰堤】

川内川

長葉川

迫間川

深床谷川

江田川

岩村川
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

里浦川

染竹川

小川1

金山谷

中江川

片俣川

山鹿川

田の浦川

石間伏平川

山神川

久木野川

湯山川

小椎川

蓑谷川

日当谷川

北目谷川1

吹上川

曝谷川

鳳来川

樋の口川

葉山川

吉尾川

小さで川

横手川

下拂川

小谷川

鉄砂川

東山川

【地すべり対策施設】

立

都呂々

恵美須崎
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

【急傾斜地崩壊対策施設】

諏訪（Ｂ）

京泊

本村

池田

花園

塩尾

神代（西）

砂防堰堤の土砂撤去
土石流発生に備えるため、砂防堰堤に堆積した流木や土砂等の撤去
を行い、砂防施設の機能を回復させる。

1-5,1-6 土木部

小川内川(1基)

園口川(1基)

北里川1(1基)

桜ヶ水川(1基)

緑川(1基)

鎌野川(1基)

柏川(1基)

大谷川(1基)

谷山川(1基)

西小坪川(1基)

俱利伽羅谷川(1基)

大石谷川(1基)

十町川(1基)

浦田川(1基)

油谷川(1基)

上鶴川(1基)

小田川(1基)

馬場川(1基)

枳ノ俣川(1基)

沓川(1基)

中原川(1基)

北里川(1基)

安世寺川(1基)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

前野川(1基)

山田川(1基)

菜切川(1基)

山出川(2基)

金山川(1基)

中園川(2基)

洗川2(1基)

村山川(3基)

河内谷川(1基)

明神川(1基)

西平川(1基)

牧良川(1基)

湯山川(1基)

万江川(2基)

小谷川(1基)

鳥越川(1基)

高柱川(1基)

枝川内川(1基)

湯の原川(1基)

吉尾川(1基)

小木川(1基)

川平川(1基)

満願寺川(1基)

古閑川(1基)

久米川内川(1基)

宮ヶ野川(1基)

中園川(1基)

河原川(2基)

板崎川(1基)

東下田川(1基)

宮川(1基)

道路災害防除対策 1-5参照 1-5,1-6 土木部
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　　関連死を最大限防ぐ

（２－１）自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

警察施設の耐災性の強化及び機能充実

地域における防災拠点及び治安維持活動の拠点となる警察施設につ
いて、多良木警察署庁舎の警察機能維持のため、建替整備を行うと
ともに、計画的に県内警察施設の非常用電源設備を更新し、耐災性
の強化を図る。

2-1,3-1 警察本部

消防資機材の整備 1-2参照 1-2,2-1,4-2 総務部

消防学校における実践的訓練施設等の整備
若手職員の教育や訓練を充実させるため、消防学校に実火災体験型
訓練施設(ＨＴ)、模擬消火訓練装置(ＡＦＴ)、主訓練塔及び補助訓
練塔などの実践的訓練施設を整備した。

総務部

消防学校における応援部隊の受入整備 1-2参照 1-2,2-1,7-1 総務部

消防活動に必要な資機材等の整備 1-2参照 1-2,2-1,6-7 総務部

熊本DMAT整備のため、専門的研修や訓練への
参加促進

急性期における救命救急活動を行うDMATを整備するため、厚生労働
省DMAT事務局及び県が実施する研修や訓練への参加促進を図る。

2-1,2-2 健康福祉部

幹線道路の整備
災害発生時に広域的な輸送を確保するため、幹線道路の整備を促進
する。

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

国道266号(大矢野道路)

国道324号(本渡道路Ⅱ期)

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

幹線道路の整備
災害発生時に広域的な輸送を確保するため、幹線道路の整備に取り
組む。

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

２　救助・救急､医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

国道266号(大矢野道路)

国道324号(本渡道路Ⅱ期)

「球磨川水系防災・減災ソフト対策等交付
金」による球磨川流域市町村への支援

国、熊本県及び流域市町村が推進する「球磨川水系流域治水プロ
ジェクト」に基づき、流域市町村及び流域市町村を管轄する消防本
部が実施する防災・減災ソフト対策等の取組みを支援し、球磨川水
系の洪水による災害から人命を守り、財産被害の最小化を図る。

2-1,2-4,2-
5,2-7,5-1,6-
4,6-7

企画振興部

（２－２）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

医療機関における非常用電源や受水槽等の施
設整備

災害拠点病院をはじめとする医療機関が、ライフライン途絶時にお
いても医療提供ができるよう、国の補助制度等を活用し、非常用電
源や受水槽等の整備を促進する。

健康福祉部

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

港湾施設の機能向上及び老朽化対策
物流・人流機能の強化による、地域経済活動の活性化及び防災機能
向上による安全で安心な施設利用を図るため、港湾施設の機能向上
や老朽化対策に取り組む。

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

【機能向上】
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

三角港(緑地整備)

八代港(岸壁整備,土砂処分場整備)

熊本港(土砂処分場整備,ふ頭用地整備)

長洲港(土砂処分場整備)

水俣港(防波堤整備)

本渡港(臨港道路整備)

百貫港(物揚場・浮桟橋整備、航路・泊地整備)

【老朽化対策】

三角港(岸壁改良、物揚場改良、浮桟橋改良)

八代港(防砂堤改良、臨港道路改良、橋梁改良、航路・泊地改良、
物揚場・浮桟橋改良、岸壁改良、汚泥除去、電気設備改良)

熊本港(浮桟橋改良、臨港道路改良、橋梁改良、岸壁改良、航路・
泊地改良、可動橋改良、汚泥除去、電気設備改良)

水俣港(岸壁改良、浮桟橋改良、臨港道路改良、可動橋改良)

長洲港(汚泥除去)

長洲港(物揚場改良、航路・泊地改良、可動橋改良、船揚場改良)

河内港(物揚場・浮桟橋改良、航路改良、泊地改良、汚泥除去)

百貫港(汚泥除去)

田浦港(防波堤改良、物揚場・浮桟橋改良)

佐敷港(物揚場改良、汚泥除去)

本渡港(物揚場・浮桟橋改良、航路・泊地改良、橋梁改良、汚泥除
去、臨港道路改良)

大門港(防波堤改良、物揚場・浮桟橋改良)

牛深港(物揚場・浮桟橋改良)

合津港(物揚場・浮桟橋改良、防波堤改良)

大浦港(浮桟橋改良、汚泥除去)

姫戸港(防波堤改良、物揚場・浮桟橋改良)

鬼池港(物揚場改良、防波堤改良)

高浜港(防波堤改良、航路・泊地改良)

医療施設における耐震化の促進
未耐震、耐震不明の病院に対して、国の医療提供体制施設整備交付
金等の補助制度を活用した耐震化の取組みを促進する。

健康福祉部

熊本DMAT整備のため、専門的研修や訓練への
参加促進

2-1参照 2-1,2-2 健康福祉部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

熊本DPATチーム派遣のための体制整備

大規模災害等が発生した際に、被災地域等に熊本DPATチームを速や
かに派遣し、被災者や支援者に対して精神保健医療活動の支援を行
えるよう、国等が実施する研修や訓練への参加、派遣を想定した研
修を実施するなどにより体制の強化を図る。

健康福祉部

災害時に保健医療活動の総合調整を支援でき
る人材の養成

国の養成研修等に職員を派遣し、DHEAT構成員及び地域における研
修の企画立案等を担うことのできる人材を養成する。

健康福祉部

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

特別養護老人ホーム等への給水設備の整備促
進

災害による断水時にも、施設機能を維持するための水の確保を自力
でできるよう、特別養護老人ホーム等への給水設備の整備に要する
費用を補助する。

2-2,2-4 健康福祉部

特別養護老人ホーム等への非常用自家発電設
備の整備促進

災害による停電時にも、施設機能を維持するための電力の確保を自
力でできるよう、特別養護老人ホーム等への非常用自家発電設備の
整備に要する費用を補助する。

2-2,2-4 健康福祉部

（２－３）劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

避難所の良好な生活環境の確保に必要な資機
材等の整備

避難所の良好な生活環境確保のために必要な簡易ベッド等の資機材
を整備する（Ｒ７年度中に簡易ベッド2000床、テント式パーティ
ション2000張、炊き出しセット25セットを整備予定）。併せて、避
難所運営マニュアルの内容改定を適時実施する。

健康福祉部

災害時歯科保健医療提供体制の整備
災害時歯科保健医療提供体制整備のため、マニュアル整備を検討す
る。歯科医師会、歯科衛生士会、他の支援チーム及び市町村等関係
機関と連携した災害時支援や備蓄について協議を行う。

2-3,2-5,2-8 健康福祉部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

高齢者の生活不活発病予防のための災害時の
リハビリテーション体制の整備

地域リハビリテーション広域支援センター及び地域密着リハビリ
テーションセンターの業務に災害時の高齢者等の生活不活発病予防
等を行う災害リハビリテーション活動への協力を位置付ける。

2-3,2-5,2-8 健康福祉部

熊本県災害派遣福祉チーム（熊本DCAT及び熊
本DWAT）の災害時の体制整備、研修や実践訓
練

避難所等において、熊本県災害派遣福祉チーム(熊本DCAT及び熊本
DWAT)が迅速かつ適切に活動できるよう、実際の活動を想定した訓
練の導入など隊員研修の充実に取り組む。

2-3,2-5 健康福祉部

医療的ケア児への非常用電源装置の貸与
NICUでのケアから移行し在宅（県内）で常時人工呼吸器を装着して
いる医療的ケア児に対して、災害時において生命維持に必要不可欠
となる非常用電源装置を貸与する。

健康福祉部

（２－４）被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

小型・自家消費型の再生可能エネルギー施設
等の普及拡大

屋根置き型太陽光の設置方法、経済性等に関する正確な情報の発信
により、県内住宅や事業所への太陽光電池と蓄電池等の導入を促進
する。

2-4,2-7,5-
2,7-2 商工労働部

県・市町村で食料や飲料水の備蓄量確保
被災者に対し食料等の物資供給を迅速に行えるよう、県の備蓄を確
保するとともに、市町村による備蓄確保の促進に取り組む。

健康福祉部

水道施設の耐震化等の促進

各種会議、研修会等を利用し市町村等に対してアセットマネジメン
ト等を活用した施設の中長期的な更新計画策定を働きかける。
防災・安全交付金等を活用し、水道施設の耐震化等を推進し、重要
給水施設や基幹管路の耐震化適合率の向上を図る。

2-4,5-4 環境生活部

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

「球磨川水系防災・減災ソフト対策等交付
金」による球磨川流域市町村への支援

2-1参照
2-1,2-4,2-
5,2-7,5-1,6-
4,6-7

企画振興部

特別養護老人ホーム等への給水設備の整備促
進

2-2参照 2-2,2-4 健康福祉部

児童関係施設等への給水設備の整備促進
災害による断水時にも、施設機能を維持するための水の確保を自力
でできるよう、児童関係施設等への給水設備の整備に要する費用を
補助する。

健康福祉部

障害者支援施設等への給水設備の整備促進
災害による断水時にも、施設機能を維持するための水の確保を自力
でできるよう、障害者支援施設等への給水設備の整備に要する費用
を補助する。

健康福祉部

特別養護老人ホーム等への非常用自家発電設
備の整備促進

2-2参照 2-2,2-4 健康福祉部

児童関係施設等への非常用自家発電設備の整
備促進

災害による停電時にも、施設機能を維持するための電力の確保を自
力でできるよう、児童関係施設等への非常用自家発電設備の整備に
要する費用を補助する。

健康福祉部

障害者支援施設等への非常用自家発電設備の
整備促進

災害による停電時にも、施設機能を維持するための電力の確保を自
力でできるよう、障害者支援施設等への非常用自家発電設備の整備
に要する費用を補助する。

健康福祉部

（２－５）避難所等の被災や大量の避難者発生等による避難場所の絶対的不足及び支援機能の麻痺

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

熊本県災害派遣福祉チーム（熊本DCAT及び熊
本DWAT）の災害時の体制整備、研修や実践訓
練

2-3参照 2-3,2-5 健康福祉部

道の駅の防災機能強化 大規模災害時における避難所や災害応急対策活動及び物資輸送の拠
点基地として活用できるよう、道の駅の防災機能強化に向けた整備
を進める。

2-5,4-5 土木部

玉名山鹿線(「道の駅」きくすい)

国道219号(「道の駅」錦)

国道219号(「道の駅」坂本)

「球磨川水系防災・減災ソフト対策等交付
金」による球磨川流域市町村への支援

2-1参照
2-1,2-4,2-
5,2-7,5-1,6-
4,6-7

企画振興部

（２－６）想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

公園施設の老朽化対策及び公園緑地の再整備 1-2参照 1-2,2-6 土木部

（２－７）多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

農道の整備促進及び農道橋の耐震化 大規模災害時の農産物等の出荷等の確保や災害時の迂回路とするた
め、農道の計画的な整備及び農道橋の耐震化などの維持更新に取り
組む。

2-7,4-8,5-5 農林水産部

尾跡地区(農道工1式)

河内川左岸地区(農道工1式)

不知火中腹4期地区(農道工1.8km)

合串地区(農道工1.1km)

轟地区(農道工1.7㎞)

網田地区(農道工0.9㎞)

岩城地区(橋梁補修2橋)

維和地区(橋梁補修2橋)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

東大維地区(橋梁1橋)

三角地区（農道工2.9㎞）

植木東部地区(農道4.5㎞)

谷尾崎2期(農道1.1㎞)

谷尾崎3期(農道1.6㎞)

宇土北部3期(農道0.5㎞)

宇土南部2期(農道1.3㎞)

郡浦3期(農道1.4㎞)

北牟田尾田3期(農道1.0㎞)

阿蘇中部3期(農道0.8㎞)

錦南部5期(農道2.7㎞)

林道の整備促進
孤立集落発生防止に向け、計画的に林道を整備する。

2-7,4-7,4-8,
5-5 農林水産部

洞岳線(7.2km)

郷野原御所線(13.5km)

池ノ原走水線(15.5km)

二本杉葉木線(26.7km)

松生屋敷野線(8.2km)

湯山峠小崎線(9.0km)

槻木北線(3.8km)

四浦西線(15.9km)

瀬目下谷線(18.2km)

山江球磨線(12.5km)

岡大槻線(2.5km)

川島大岩線(7.0km)

市町村林道の整備(関係市町村)

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

電力系統への依存を減らす再生可能エネル
ギーモデルの普及

電力系統への依存を減らすため、再エネ自立分散型スマートコミュ
ニティづくりを推進する。

2-7,5-2,7-2 商工労働部

小型・自家消費型の再生可能エネルギー施設
等の普及拡大

2-4参照
2-4,2-7,5-
2,7-2 商工労働部

地すべり対策及び農地保全等の推進 1-5参照 1-5,2-3,7-6 農林水産部

砂防施設の計画的な整備 1-5参照
1-5,2-7,4-7

土木部

土砂災害警戒情報の提供のための情報基盤整
備

1-5参照 1-5,2-7,4-7 土木部

土砂災害警戒区域等の指定及び周知 1-5参照 1-5,2-7,4-7 土木部

農業用排水施設の計画的な更新
浸水による孤立集落の発生を防止するため、老朽化が進む排水機場
をはじめとする農業用排水施設の計画的な更新を実施する。

2-7,4-8

農林水産部

上杉地区(排水機場1ヶ所)

網田地区(排水機場1ヶ所)

益南地区(排水機場1ヶ所)

砂川地区(排水機場1ヶ所)

広崎地区(排水機場1ヶ所)

美登里地区(排水機場1ヶ所)

莎崎地区(排水機場1ヶ所)

元三地区(排水機場1ヶ所)

第二千間江湖地区(排水樋菅1ヶ所)

甲畠口地区(排水機場1ヶ所)

乙畠口地区(排水機場1ヶ所)

小川地区(排水機場1ヶ所)

長保地区(排水機場1ヶ所)

梅林地区(排水機場1ヶ所)

晒地区(排水機場1ヶ所)

岩崎地区(排水機場1ヶ所)

河崎地区(排水機場1ヶ所)

大栄地区(排水機場1ヶ所)

塩浜地区(排水機場1ヶ所)

共和地区(排水機場1ヶ所)

大開地区(排水機場1ヶ所)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

明神地区(排水機場1ヶ所)

小柳地区(排水機場1ヶ所)

若洲地区(排水機場1ヶ所)

津口・芝口二期地区(排水機場1ヶ所)

昭和第２地区(排水機場1ヶ所)

八代南部地区(排水機場1ヶ所)

芦北第一地区(排水機場1ヶ所)

小島地区(排水機場1ヶ所)

小手新田第一地区(排水機場1ヶ所)

小手新田第二地区(排水機場1ヶ所)

阿村地区(排水機場1ヶ所)

合津地区(排水機場1ヶ所)

大開2期地区(排水機場1ヶ所)

硴江地区(排水機場1ヶ所)

松原地区(排水機場1ヶ所、導水路0.4km)

竜北地区(排水機場1ヶ所、導水路1.4km)

金剛地区(排水機場1ヶ所)

平原地区(排水機場2ヵ所)

城山地区(排水機場1ヶ所)

出村地区(排水機場1ヶ所)

長崎地区(排水機場1ヶ所)

三軒屋地区(排水機場1ヶ所)

住吉地区(排水機場1ヶ所)

野口地区(排水機場1ヶ所)

大浜地区(排水機場1ヶ所)

新栄地区(排水機場1ヶ所)

大開第２地区(排水機場1ヶ所)

小手新田第一地区(排水機場1ヶ所)

小手新田第二地区(排水機場1ヶ所)

大開３期地区(排水機場２ヶ所)

馬場楠井手地区(護岸工0.9km、取水ゲート1箇所)

第二馬場楠井手地区(用排水路工2.5km)

豊川中部地区(排水機場1ヶ所)

亀松地区(排水機場1ヶ所)

豊川地区(排水機場1ヶ所)

郡浦地区（排水機場１ヶ所）

浦川地区（排水機場１ヶ所）

上沖洲地区（排水機場１ヶ所）

第一大津北部地区(用排水路工2.0km)

明神川上流地区(排水路工2.7km)

受免地区(排水路工2.0km)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

古閑浜(排水機場１箇所、排水路L=1,328m)

画図東部２期地区(排水路工0.88㎞)

第一海路口地区(排水機場1箇所)

第三下井手地区(用排水路工1.5km)

第二上井手地区(用排水路工6.0km)

玉名4期地区(頭首工1箇所、幹線用水路100m)

第五玉名地区(頭首工1箇所)

蒲生・福原地区(用水路工6.0km)

内目東地区(管水路6.9km)

内目西地区(管水路4.8km)

内田川４工区地区(用水路工20.0km)

持松地区(用水路工6.0km)

橋田堰地区(頭首工1箇所)

分田堰地区(頭首工1箇所)

第三一の宮地区(用排水路工22.7km)

阿蘇西部地区(管水路工26.0km)

第六阿蘇地区(用排水路工10.0km)

不知火干拓地区(排水路工1式)

北人吉地区(頭首工2箇所)

上原田地区(揚水ポンプ2台)

下原田地区(用水路工0.4km)

第三多良木地区(用排水路工53.5km)

二溝地区(用水路工7.0km)

松下地区(用水路工2.9km)

中部地区(用水路工3.0km)

球磨南部地区(用水路工46.9km)

飛行場用水路地区(用水路工12.2㎞)

第六玉名地区（排水路7.5km）

持松・上岩原地区（管水路10.0km）

高遊原地区（管水路8.1km）

実地区（管水路2.0km）

尾田川地区(排水路工9.6㎞、排水機場4箇所)

白浜地区(農道6.7km、用水施設18.2ha、排水路1.2km)

突発・緊急的な農業用排水路等の補修対応等(関係市町村)

「球磨川水系防災・減災ソフト対策等交付
金」による球磨川流域市町村への支援

2-1参照
2-1,2-4,2-
5,2-7,5-1,6-
4,6-7

企画振興部

（２－８）大規模な自然災害と感染症との同時発生 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱・アフリ
カ豚熱など家畜伝染病への対応強化

県防疫対応マニュアルの整備及び定期的な防疫演習の実施等によ
り、防疫体制の維持・強化を図る。

農林水産部
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３　必要不可欠な行政機能を確保する

（３－１）被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

警察施設の耐災性の強化及び機能充実 2-1参照 2-1,3-1 警察本部

交通安全施設の耐災性の強化

耐震性に優れた鋼鉄製信号柱への更新、軽量で節電効果のあるＬＥ
Ｄ式信号灯器への更新、緊急交通路として確保すべき道路を中心と
した信号機電源付加装置の更新・整備を行い、交通安全施設の耐災
性の強化を図る。

3-1,5-5 警察本部

（３－２）行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

広域防災拠点である熊本県民総合運動公園の
公園施設の老朽化対策及び公園緑地の再整備

広域防災拠点である熊本県民総合運動公園の安全性を確保するた
め、公園施設の老朽化対策及び公園緑地の再整備を行う。

土木部

私立学校施設の耐震化の促進 1-1参照 1-1,3-2,7-1 総務部

市町村が設置・運営する隣保館の耐震化整備
等

災害発生時に住民の避難場所となる隣保館について、耐震化・大規
模修繕を推進する。

環境生活部

防災拠点と位置付けられた公共施設の耐震化
防災拠点と位置付けられた市町村有施設について、国の交付金等を
活用し、耐震化を推進する。

3-2,7-1 土木部

県有施設の非常用電源等の整備
県有施設に非常用電源として太陽光発電設備等の再生可能エネル
ギーを活用するほか、蓄電池等（車載型蓄電池含む）を整備し、施
設の対災性強化を図る。

3-2,5-1,7-1 環境生活部
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４　経済活動を機能不全に陥らせない

（４－１）サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営執行力低下による国際競争力の低下 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

県管理河川の河道改修等 1-4参照 1-4、4-1 土木部

田んぼダムの普及・拡大 1-4参照 1-4、4-1 農林水産部

県管理河川の河道掘削 1-4参照 1-4、4-1 土木部

流域水害対策計画に基づく雨水貯留浸透施設
等の整備促進

竜野川 1-4,4-1 土木部

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

（４－２）コンビナート・高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・流出 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

消防資機材の整備 1-2参照 1-2,2-1,4-2 総務部

（４－３）広域防災拠点である阿蘇くまもと空港や、海上輸送の拠点となる港湾・漁港の機能停止による地域経済への甚大な影響

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

（４－４）金融サービス・郵便等の機能停止による県民生活・商取引等への甚大な影響

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

（４－５）食料等の安定供給の停滞に伴う、県民生活・社会経済活動への甚大な影響

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道の駅の防災機能強化 2-5参照 2-5,4-5 土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

（４－６）異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

（４－７）農地・森林や生態系等の被害に伴う県土の荒廃・多面的機能の低下 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

農業生産基盤の整備による生産活動の維持 農地等の荒廃による大規模災害の被害拡大を防止するため、用排水
路改修や、区画整理などの農業生産基盤を計画的に整備し、農業生
産活動を維持する。

農林水産部

大畑麓地区(区画整理20ha)

下原田地区(農業用排水施設1km)

涌井地区（区画整理12ha）

陣地区(区画整理24ha)

南・中尾地区(区画整理17ha)

赤井地区(区画整理53ha)

糸田地区(区画整理58ha)

御岳地区(区画整理28ha)

第二御岳地区(区画整理30ha)

第三御岳地区(区画整理30ha)

種山地区(区画整理14ha)

二見洲口地区(区画整理24ha)

松生地区(区画整理13.5ha)

通潤用水地区(区画整理20ha)

堀切地区(区画整理18ha)

第三菊池東部地区(区画整理18ha他)

上長田地区(区画整理15ha)

第二南関地区(区画整理14ha)

鷲巣地区(区画整理14ha)

黒川地区(区画整理16ha)

第一草部地区(区画整理13ha)

久石地区(区画整理15ha)

立野地区(区画整理25.7ha)

毎床地区(区画整理46ha)

杉堂地区(区画整理124ha)

久重南地区(区画整理5ha)

両併東部地区(区画整理40ha)

七本地区(区画整理74ha)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

走潟地区(区画整理13ha)

緑川地区(区画整理170ha)

里浦地区(区画整理17ha)

戸馳地区(区画整理73ha)

第二中島地区(区画整理12ha)

下河原地区(区画整理50ha)

七城南部地区(区画整理22ha)

三万田地区(区画整理22ha)

合生地区(区画整理41ha)

矢護川地区(区画整理23ha)

片俣地区(区画整理21ha)

平山地区(区画整理21ha)

府本地区(区画整理34ha)

樺地区(区画整理41ha)

大豊地区(区画整理34ha)

鍋地区(区画整理52ha)

上木葉地区(区画整理24ha)

田原地区(区画整理18ha)

白毛原地区(区画整理37ha)

尾田・来光寺地区(区画整理12ha)

長山西地区(区画整理25ha)

関東地区(区画整理16ha)

第三腹赤地区(区画整理28ha)

阿蘇やまなみ三期地区(区画整理50ha)

神川・茂道地区(区画整理3ha、畑地かんがい施設1式)

計石地区(区画整理14ha)

芦北東部地区(区画整理35ha)

田代地区(区画整理1式)

高原地区(区画整理30ha)

浦新田地区(区画整理22ha)

下浦志柿地区(区画整理14ha)

谷地区(区画整理9.4ha、頭首工)

平島地区(区画整理18.8ha)

堂園地区（区画整理11ha）
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

急傾斜地や点在する農用地の基盤整備等(関係市町村)

美里地区(区画整理工16.7ha、用水路工2,392m)

第二上益城中央地区(区画整理工30.6ha、用水路工2,000m、ため池
工6箇所、頭首工1箇所、営農飲雑用水1箇所)

芦水地区(区画整理工29.3ha、用水路工5,300m、農業集落道350m、
農業集落排水295m、農道工2,549m)

天草中央中地区(区画整理工13.3ha、用水路工12,768m)

天草中央南地区(区画整理工26.2ha、用水路工7,780m)

天草中央北地区(区画整理工42.6ha、用水路工4,127m)

矢部中部地区(区画整理工28.6ha)

袈裟尾地区(区画整理工16.6ha)

水俣地区(区画整理工12.7ha)

国見地区(区画整理工11.5ha)

栖本地区(区画整理工10.4ha)

野生鳥獣による農作物への被害防止対策

鳥獣被害による農地・森林等の荒廃により、大規模災害時の被害が
拡大することを防止するため、総合的な鳥獣被害防止対策として
「生息しにくい環境管理と整備」「侵入・被害防止」「有害鳥獣の
捕獲」「ジビエ加工処理施設の整備をはじめとしたジビエ利活用の
推進」に取り組む。

農林水産部

対象地域：県内全域(被害防止計画を策定した市町村)
防護柵の導入見込み：175,000m

森林の多面的機能を確保するための適切な森
林整備

台風や集中豪雨等による山地崩壊等の防止や洪水調節など森林が持
つ多面的機能を確保するため、伐採跡地の再造林や間伐等の適切な
森林整備を推進する。

農林水産部

公益的機能別施業森林区域内で実施する間伐等の森林整備3,000ha

国土保全上重要な河川上流域で実施する間伐等の森林整備7,000ha

林道の整備促進 2-7参照
2-7,4-7,4-8,
5-5 農林水産部

地すべり対策及び農地保全等の推進 1-5参照 1-5,2-3,7-6 農林水産部

治山事業等の推進 1-5参照 1-5,7-6 農林水産部

砂防施設の計画的な整備 1-5参照 1-5,2-7,4-7 土木部

土砂災害警戒情報の提供のための情報基盤整
備

1-5参照 1-5,2-7,4-7 土木部

土砂災害警戒区域等の指定及び周知 1-5参照 1-5,2-7,4-7 土木部

地域資源を活用したむらづくりを企画・実践
する人材の育成

中山間地域の多面的機能の維持・活性化を通じ、農地・森林等の荒
廃による被害の拡大を防止するため、中山間地域におけるむらづく
りを推進するリーダーとなり得る人材を育成するための研修会等を
開催する。

農林水産部

多面的機能を活用した中山間地域の魅力発信

農地・森林等の荒廃による被害の拡大を防止するため、中山間地域
の多面的機能の維持・活性化を図るとともに、魅力発信を通じた交
流人口の拡大を図るため、子どもの農業体験や滞在型の旅行を推進
する。

農林水産部

自然公園の適切な機能を発揮させるための施
設整備の促進

阿蘇くじゅう国立公園
  古坊中駐車場：駐車場の整備
　九州自然歩道（菊池渓谷）：歩道の整備
　池の窪園地：トイレの整備
　中岳中央火口園地：休憩所（退避壕）の整備、転落防止柵・
  駐車場・展望所の整備
　阿蘇山上線（車道）：休憩所（避難施設）の整備、車道(拡
  幅）・転落防止柵の整備
　菊池渓谷園地：歩道の整備（落石対策）
　坊中三合目野営場：トイレ等の整備
　米塚下園地：トイレ等の整備
　仙酔峡園地：橋梁、歩道、トイレ等の整備
　大観峰園地：トイレ等の整備
　草千里園地：歩道等の整備
　草千里駐車場：トイレ等の整備
　兜岩園地：トイレ等の整備

環境生活部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

雲仙天草国立公園
　鬼海ヶ浦園地：展望デッキ、歩道、広場、駐車場等の整備
　永浦島博物展示施設：ビジターセンター等の整備
　富岡博物展示施設：ビジターセンター等の整備
　九州自然歩道（観海アルプスコース）：休憩舎、案内板等の整備
　千巌山園地：歩道等の整備
　白嶽森林公園：歩道等の整備

九州中央山地国定公園
　市房山麓野営場：トイレ等の整備

九州自然歩道
　山鹿日輪寺コース：歩道、案内板等の整備
　鹿目・多良木ルート：歩道、案内板、休憩所等の整備
　小岱山探勝コース：歩道等の整備
　通潤橋・五老ヶ滝周辺：歩道、橋梁等の整備

（４－８）農地や農業用施設等の大規模な被災による農林水産業の競争力の低下

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

自然災害に対応した農地や農業用用排水施設
の整備及び維持・更新

地震や豪雨等に伴う農地や農業施設の被害の防止又は軽減を図るた
め、老朽化した排水機場やため池の更新等の計画的な整備を行う。

農林水産部

新地ため池地区(堤体工1式)

鷲巣地区(ため池3ヶ所)

野中ため池地区(ため池1ヶ所)

下小森地区(ため池1ヶ所)

第二蓑谷地区(取水施設1式)

第二宇土八水地区(頭首工1箇所,樋門1箇所,揚水機場1箇所,用水路
3.7km)

糸田堰地区(頭首工1ヶ所)

第五玉名地区(頭首工1ヶ所)

菊池平野地区(用水路31km)

第三多良木地区(用排水路53.5km)

鮎之瀬地区(用排水路8.3km)

中球磨地区(石綿管改修28km)

持松西地区(石綿管改修4.4km)

鬼木地区(石綿管改修22km)

相良地区(石綿管改修11.3km)

砥用地区(石綿管改修20.3km)

砥用2期地区(石綿管改修4.5km)

堀川地区(石綿管改修1.9km)

飯野中部(石綿管改修10.1km)

棚葉瀬(石綿管改修4.8㎞)

鍋倉地区(区画整理14.2ha)

下河原地区(区画整理50ha)

七城南部地区(用水路工2.2km)

合生地区(区画整理41ha)

矢護川地区(区画整理23ha)

神崎・富新地区(区画整理51.3ha)

明丑地区(区画整理65.9ha)

栖本中央地区(区画整理23.9ha)

第三腹赤地区(区画整理28ha)

藤井・日置(区画整理22.1ha、用水路1.5km、暗渠排水5.7ha)

不知火干拓地区(排水路改修等1式)

北人吉地区(農業用排水施設整備2.0km)

七本地区(区画整理79ha)

走潟地区(区画整理13ha)

緑川地区(区画整理172ha)

里浦地区(区画整理17ha)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

戸馳地区(区画整理73ha)

涌井地区(区画整理12ha)

陣地区(区画整理24ha)

南・中尾地区(区画整理17ha)

赤井地区(区画整理53ha)

杉堂地区(区画整理124ha)

糸田地区(区画整理58ha)

御岳地区(区画整理28ha)

第二御岳地区(区画整理30ha)

第三御岳地区(区画整理30ha)

第二中島地区(区画整理12ha)

通潤用水地区(区画整理20ha)

三万田地区(区画整理22ha)

第三菊池東部地区(区画整理18ha)

片俣地区(区画整理21ha)

御願所地区(区画整理18ha)

平山地区(区画整理21ha)

府本地区(区画整理34ha)

樺地区(区画整理41ha)

上木葉地区(区画整理24ha)

久重南地区(区画整理5ha)

長山東地区(区画整理13ha)

田原地区(区画整理18ha)

白毛原地区(区画整理37ha)

尾田・来光寺地区(区画整理12ha)

長山西地区(区画整理25ha)

関東地区(区画整理16ha)

第二南関地区(区画整理14ha)

鷲巣地区(区画整理14ha)

阿蘇やまなみ三期地区(区画整理50ha)

第一草部地区(区画整理13ha)

両併東部地区(区画整理40ha)

久石地区(区画整理15ha)

神川・茂道地区(区画整理3ha)

芦北東部地区(区画整理35ha)

大畑麓地区(区画整理1式)

田代地区(区画整理1式)

高原地区(区画整理30ha)

毎床地区(区画整理46ha)

浦新田地区(区画整理22ha)

下浦志柿地区(区画整理14ha)

泗水西地区(畑地かんがい施設50ha)

第二清願寺地区(機械設備関係1式)

計石地区(区画整理14ha)

大豊地区(区画整理34ha)

鍋地区(区画整理52ha)

明辰川上流地区(排水路2.7km)

川辺・高原地区（区画整理180ha）

並木野～井沢地区(区画整理178.6ha)

東陽地区(区画整理37ha)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

宝出・硴原地区(区画整理205ha)

湯山地区(区画整理13.7ha)

津口・芝口一期地区(排水機場2ヶ所、導水路1.2km)

扇崎・大野下地区(区画整理工41.5ha)

松の木堰(頭首工1式、用水路サイフォン1箇所)

第二多良木(用水路32,472ｍ、排水路18,937ｍ)

分田(揚水機場1箇所、導水路1,146ｍ、暗渠排水14.8ha)

教良木（水管理システム更新　1式）

白水(用水路5.84km、加圧機場4箇所、排水路0.67km)

昭和(排水機場1箇所、用排水路32.7km、農道6.3km、暗渠排水
15.8ha)

両出(用排水路22.8km、農道6.6km、暗渠排水9.0ha、客土24.9ha)

津留(用排水路21.8km、暗渠排水14.5ha)

宇土開(区画整理47ha)

七城北部(用排水路18.7km、区画整理8.7ha)

上津浦(区画整理28.6ha)

第五阿蘇(用水路29.0km、暗渠排水72.5ha)

元三・木部(区画整理84.3ha)

甲畠口(区画整理82.3ha)

梅洞(区画整理43.6ha)

小島(区画整理108.2ha、集落防災安全施設2基)

会富(区画整理52.8ha)

野崎(農道1.3km、排水路6km、暗渠排水12.5ha、客土36.3ha、排水
機場1箇所)

貝洲(区画整理23.7ha)

第四阿蘇(用水路25.5km、用水堰1箇所、揚水機6箇所、排水路
4.9km、暗渠排水102.7ha)

第二腹赤(区画整理25.8ha)

湯貫新田(区画整理10.6ha)

岩野(区画整理32.7ha、用水路工3,300ｍ)

京の島(区画整理16.9ha)

大口西部(区画整理14ha、排水機場1箇所、農道1,576ｍ)

船津・清田(排水路1.2km、農道2.5km、貯水施設2箇所)

日明・今(区画整理12.6ha)

農業用排水施設の計画的な更新 2-7参照 2-7,4-8 農林水産部

農作物の集出荷施設等に係る再編・広域
利用の推進

大規模災害時における農作物等の出荷を確保するため、集出荷施設
の広域化、効率化に向けた再編整備を進める。

農林水産部

農道の整備促進及び農道橋の耐震化 2-7参照 2-7,4-8,5-5 農林水産部

林道の整備促進 2-7参照
2-7,4-7,4-8,
5-5 農林水産部

卸売市場の防災・減災に対応した施設整備の
推進

卸売市場関係者による防災・減災に対応した施設整備の取組みを推
進する。（熊本地方卸売市場の市場管理センターの整備）

農林水産部

非常時の協力体制整備や既存ハウスの補強等
の推進

非常時の対応能力向上を図るため、園芸産地におけるBCPの策定や
協力体制の構築及び既存ハウスの補強等を推進する。
既存ハウスの補強等の実施（県内全市町村）

4-8,4-9 農林水産部

耐候性強化型ハウスの導入推進
大規模災害時の農業施設の被災による施設園芸の競争力低下を防止
するため、気象災害に強い耐候性強化型ハウスの導入を促進する
（県内全市町村）。

4-8,4-9 農林水産部

漁港施設の機能強化の推進
地震動及び近年の潮位上昇等に対して安全性が確保されていない漁
港の岸壁、物揚場、護岸について、耐震化及び嵩上げを推進する。

農林水産部

牛深漁港(岸壁耐震化)

塩屋漁港(物揚場耐震化)

二江漁港(岸壁耐震化)

御所浦漁港(岸壁耐震化、護岸耐震化)

合串漁港(物揚場耐震化)

丸島漁港(物揚場耐震化)
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

鳩之釜漁港(物揚場耐震化)

大江漁港(岸壁耐震化)

宮田漁港(岸壁耐震化)

大多尾漁港(岸壁耐震化)

赤瀬漁港(物揚場耐震化)

郡浦漁港(物揚場耐震化)

樋合漁港(物揚場耐震化)

佐伊津漁港(岸壁耐震化)

富岡漁港(岸壁耐震化)

下桶川漁港(岸壁耐震化)

市町村管理漁港の機能強化（耐震化、嵩上げ）（関係市町）

農業保険及び漁業共済加入の促進
農業・漁業経営の安定を図るため、熊本県農業共済組合及び漁業共
済組合における加入推進活動を支援するとともに対象者への周知啓
発を図る。

4-8,4-9 農林水産部

漁港施設の整備及び機能保全の推進 緊急時における漁港施設の機能を維持するため、防波堤や岸壁、物
揚場、泊地等の漁港施設について、計画的な整備及び老朽化した施
設の補修・機能強化を推進する。

農林水産部

塩屋漁港（防波堤補修、泊地浚渫、浚渫土砂対策）

赤瀬漁港（防波堤補修、護岸補修、臨港道路補修、突堤整備、物揚
場改良、物揚場整備、浮桟橋整備、泊地浚渫）

樋合漁港（防波堤改良）

牛深漁港（突堤補修、護岸補修、岸壁補修、橋梁補修、浄化施設補
修、岸壁改良、物揚場改良）

二江漁港（護岸補修、物揚場補修、浮桟橋整備）
大江漁港（岸壁補修、浮桟橋補修）
宮田漁港（臨港道路補修）
佐伊津漁港（浮桟橋整備）

御所浦漁港（防波堤補修、物揚場補修、防風柵設置、防波堤整備、
岸壁整備、物揚場改良、用地整備、道路整備、浮消波提補修）

合串漁港（防波堤補修）
丸島漁港（防波堤補修、物揚場補修）
鳩之釜漁港（防波堤補修、物揚場補修、護岸補修、臨港道路補修）
富岡漁港（防波堤補修、岸壁補修、浮桟橋補修）

大多尾漁港（防波堤補修、岸壁補修、護岸補修、臨港道路補修、泊
地浚渫）

下桶川漁港（防波堤補修、岸壁補修、浮桟橋補修、防風柵設置、臨
港道路補修）

県管理漁港の機能保全計画の見直し
住吉漁港（土砂受入地整備）

市町村管理漁港の施設整備・補修、機能保全計画の見直し（関係市
町村）

（４－９）火山噴火による地域社会への甚大な影響

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

火山噴火時の緊急支援資材の整備 1-6参照 1-6,4-9 土木部

農業保険及び漁業共済加入の促進 4-8参照 4-8,4-9 農林水産部

非常時の協力体制整備や既存ハウスの補強等
の推進

4-8参照 4-8,4-9 農林水産部

耐候性強化型ハウスの導入推進 4-8参照 4-8,4-9 農林水産部

降灰防止施設等の整備

降灰による農業被害を防止するための被覆施設等の整備に取り組
む。

被覆施設、洗浄機等の導入
（防災営農施設整備計画の対象市町村）

農林水産部
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５　情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめるとともに、
　早期に復旧させる

（５－１）テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・ＳＮＳなど、災害時に活用する情報サービスが

機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

県有施設の非常用電源等の整備 3-2参照 3-2,5-1,7-1 環境生活部

災害時における通信体制の強化
防災拠点施設等に対する優先的な燃料供給について関係団体と協定
を締結するとともに、設置機器の固定や鉄塔の補強など通信設備の
再整備及び通信手段の多重化に取り組む。

知事公室

消防本部間での業務の連携・協力の推進 1-2参照 1-2,5-1 総務部

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

「球磨川水系防災・減災ソフト対策等交付
金」による球磨川流域市町村への支援

2-1参照
2-1,2-4,2-
5,2-7,5-1,6-
4,6-7

企画振興部

避難指示等の適切な発令に必要な気象情報等
の確実な提供

1-4参照
1-4,5-1

知事公室

「マイタイムライン」の普及促進及び「マイ
タイムライン」を活用した住民参加型訓練の
実施支援

1-4参照
1-4,5-1

知事公室

（５－２）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機能の停止

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

電力系統への依存を減らす再生可能エネル
ギーモデルの普及

2-7参照 2-7,5-2,7-2 商工労働部

小型・自家消費型の再生可能エネルギー施設
等の普及拡大

2-4参照
2-4,2-7,5-
2,7-2 商工労働部

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

（５－３）都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

（５－４）海上輸送の機能の停止による地域経済への甚大な影響

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

水道施設の耐震化等の促進 2-4参照 2-4,5-4 環境生活部

流域下水道処理施設の耐震化・耐水化

災害時における施設の機能維持のため、流域下水道処理施設の耐震
化・耐水化に取り組む。
【耐震化】
熊本北部流域下水道、球磨川上流流域下水道
【耐水化】
処理施設（八代北部流域下水道、球磨川上流流域下水道）
ポンプ場（熊本北部流域下水道、八代北部流域下水道、球磨川上流
流域下水道)

併せて対象となる市町村下水道施設の耐震化・耐水化を推進。

土木部

流域下水道施設の老朽化対策 1-4参照 1-4,5-4 土木部

流域下水道幹線管渠の耐震化
災害時における施設の機能維持のため、流域下水道幹線管渠の耐震
化に取り組む。
八代北部流域下水道の幹線管渠(宇城市～氷川町～八代市)

土木部

合併処理浄化槽の整備の推進
汚水処理機能の長期停止を防止するため、浄化槽を設置する者に補
助を行う市町村に対し、国費助成と併せ県費補助を行い、単独処理
浄化槽等からの転換を推進する。

土木部

浄化槽の早期復旧体制の構築
災害時の浄化槽の被災状況を踏まえて早期復旧を行うため、浄化槽
関係団体と意見交換を行い、災害時の連絡体制構築を進める。

土木部

（５－５）幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上航空交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

鉄道の安全運行確保及び被災した鉄道の早期
復旧支援

鉄道事業者が安全運行確保のために実施する施設整備を支援すると
ともに、令和2年7月豪雨で被災したくま川鉄道及び令和7年8月豪雨
で被災した肥薩おれんじ鉄道について、復旧費補助や代替バス等に
対する支援を行う。

5-5,6-5 企画振興部

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

島原・天草・長島架橋構想を中心とした九州
西岸軸構想の推進

島原・天草・長島間を２つの長大橋(３県架橋)で結び、長崎・熊
本・鹿児島の３県にまたがる九州西岸地域におけるネットワーク形
成及び多重性(リダンダンシー)の確保を図る。

企画振興部

八代・天草シーライン構想の推進
八代・天草間に海上連絡道路を建設し、災害時における天草と九州
本土を結ぶ多重性(リダンダンシー)を確保する。

企画振興部

農道の整備促進及び農道橋の耐震化 2-7参照 2-7,4-8,5-5 農林水産部

林道の整備促進 2-7参照
2-7,4-7,4-8,
5-5 農林水産部

漁港・漁村における避難道路の整備
緊急時の避難経路を確保するため、幹線道路へアクセスする道路の
整備を推進する。

農林水産部

塩屋漁港(漁業集落道整備)

市町村漁港の施設整備(関係市町村)

緊急輸送道路沿いに面する建築物の耐震化の
推進

大地震による建物の倒壊から緊急輸送道路の通行を確保するため、
市町村と連携し、沿道建築物の耐震化を推進する。

土木部

交通安全施設の耐災性の強化 3-1参照 3-1,5-5 警察本部
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６　社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

（６－１）自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

住家被害認定調査システムの導入
県が主導して、県内４１市町村に統一した住家被害認定調査システ
ムを導入することで、被害判定のバラつき防止や職員の相互応援体
制の確立を図り、罹災証明書の迅速な発行を実現する。

6-1、6-4、6-6 知事公室

（６－２）災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、ＮＰＯ、企業、労働者、地域に精通した

技術者等）の不足等により復興できなくなる事態

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

建設産業における新４K（給与、休暇、希
望、かっこいい）の推進

大規模災害時における復旧・復興を担う建設産業の人材確保・育成
のため、建設業界や教育機関と連携し、建設産業の魅力発信等を行
うとともに、就労環境の整備や資格取得の支援を進める。また、今
後は建設産業における新４Kを推進し、真に若者から選ばれる産業
となるよう、人材育成や働き方改革の推進等を行う。

土木部

建設ＤＸの取組みによる生産性向上等
建設産業の担い手不足による復旧・復興の停滞を防止するため、Ｉ
ＣＴ施工等の建設ＤＸの取組みによる生産性向上や、業務体制見直
しにより働き方改革を推進する。

土木部

災害ボランティア団体との平時からの関係構
築

災害ボランティアの受入と連携を円滑に行うため、関係団体と平時
から情報共有を図る。

6-2,6-4 健康福祉部

ボランティア団体との連携ガイドラインの周
知

市町村とボランティア関係者が連携して被災者支援等に取り組める
よう、県が作成した市町村におけるNPO等のボランティア団体との
連携ガイドラインの周知等を図る。

6-2,6-4 健康福祉部

（６－３）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

災害廃棄物処理計画に基づく実効性の高い初
動対応体制の構築

県内で発生した災害における課題を踏まえ、市町村で策定済みの計
画の見直しや、初動対応の実効性を高めるよう、研修会等を通じて
市町村を支援する。

環境生活部

市町村の災害廃棄物処理の支援に係る体制整
備及び市町村への一般廃棄物処理施設整備支
援

災害廃棄物処理に関係する事業者との支援協定に基づく支援や県の
事務受託、市町村間を含めた人的支援について具体的手続きや方針
等を定める。また、国の交付金等を活用し、一般廃棄物処理施設の
整備について支援する。

環境生活部

（６－４）被災者の生活再建が大幅に遅れる事態

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

応急仮設住宅建設の省力化・迅速化
被災者への早期の住まいの提供を実現するため、産学官で連携する
などして、DXを活用した木造仮設住宅建設の迅速化の仕組みの検討
を行う。

6-4,6-6 土木部

既存公営住宅等の更新や長寿命化

公営住宅の安全性を確保するため、県営住宅については、長寿命化
のための外壁改修等を計画的に実施するとともに、県営住宅以外の
公営住宅については、老朽化した住宅団地の更新や外壁改修等を実
施する市町村に対し支援を行う。

6-4,6-6 土木部

地籍調査の促進

土地境界等を明確にしておくことで、災害後の被災者の生活再建が
迅速に進むように、地籍調査を促進する。
(対象地域)
熊本市、八代市、菊池市、阿蘇市、南小国町、小国町、高森町、西
原村、御船町、嘉島町、益城町、山都町、多良木町、五木村

6-4,6-5,6-6 農林水産部

災害ボランティア団体との平時からの関係構
築

6-2参照 6-2,6-4 健康福祉部

ボランティア団体との連携ガイドラインの周
知

6-2参照 6-2,6-4 健康福祉部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

「球磨川水系防災・減災ソフト対策等交付
金」による球磨川流域市町村への支援

2-1参照
2-1,2-4,2-
5,2-7,5-1,6-
4,6-7

企画振興部

（６－５）道路や鉄道等の基幹インフラの損壊により復旧･復興が大幅に遅れる事態

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

鉄道の安全運行確保及び被災した鉄道の早期
復旧支援

5-5参照 5-5,6-5 企画振興部

地籍調査の促進 6-4参照 6-4,6-5,6-6 農林水産部

（６－６）事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

応急仮設住宅建設の省力化・迅速化 6-4参照 6-4,6-6 土木部

既存公営住宅等の更新や長寿命化 6-4参照 6-4,6-6 土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

地籍調査の促進 6-4参照 6-4,6-5,6-6 農林水産部

（６－７）貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損失 

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

国指定等文化財等の防火・耐震対策の推進

大規模災害時に、国指定等文化財等が受ける被害を可能な限り減じ
るために、県内に所在する国指定等文化財の所有者等に対して、国
補助メニューを紹介するなどして事前の防火・耐震対策の強化を促
す。

教育庁

地域の住民相互による支え合い活動の推進
災害時における地域の共助体制を強化するため、研修会の開催等に
より地域福祉に対する住民理解を深めるとともに、関係団体の取組
みを支援する。

健康福祉部

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮
を図るための共同活動にかかる支援

地域での話し合いにより、地域資源の保全管理の目標を定め、目標
に即した取組みを実施しながら、将来にわたる地域資源の保全管理
に関する構想を策定する。

農林水産部

被災者の見守り体制構築の促進
災害時の一時的な地域コミュニティの崩壊による被災者孤立の防止
のため、市町村等が行う見守り体制構築に係る取組みを支援する。

健康福祉部

消防団への加入促進 1-2参照 1-2,2-1,6-7 総務部

消防活動に必要な資機材等の整備 1-2参照 1-2,2-1,6-7 総務部

「球磨川水系防災・減災ソフト対策等交付
金」による球磨川流域市町村への支援

2-1参照
2-1,2-4,2-
5,2-7,5-1,6-
4,6-7

企画振興部

（６－８）風評被害等による地域経済等への甚大な影響

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

防災情報共有システムを活用した関係機関と
の情報共有や県民への情報発信の推進

防災情報共有システムの活用により、関係機関と連携した情報収集
を進めるとともに、県HP「防災情報くまもと」、防災メール、緊急
速報メール（エリアメール）、SNS等により県民に対して災害情報
に関する情報発信を行う。

知事公室
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７　広域防災拠点として実効性の高い災害対応を行う

（７－１）広域防災拠点の被災による機能の大幅な低下

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

消防学校における応援部隊の受入整備 1-2参照 1-2,2-1,7-1 総務部

県民総合運動公園(えがお健康スタジアム、
パークドーム)の耐災性等の強化

物資集積拠点や応援部隊等の活動拠点等としての使用に備え、県民
総合運動公園の非構造部材の落下対策を行う。

土木部

防災拠点と位置付けられた公共施設の耐震化 3-2参照 3-2,7-1 土木部

私立学校施設の耐震化の促進 1-1参照 1-1,3-2,7-1 総務部

県有施設の非常用電源等の整備 3-2参照 3-2,5-1,7-1 環境生活部

航空灯火の更新
大規模災害時、阿蘇くまもと空港で受入ができない場合や天草地域で被
害が発生した場合、天草空港が防災拠点機能を発揮するため、老朽化し
た航空灯火等の更新を行う。

土木部

広域的な災害対応に関する訓練参加及び訓練
実施

他県や関係機関との連携強化を図るため、国等が実施する南海トラ
フ地震を想定した訓練等に参加するとともに、被災県をはじめとし
た関係機関等との広域応援訓練等を実施する。

知事公室

（７－２）支援ルート及びエネルギー供給の途絶による救助・救援活動・医療機能の麻痺

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部
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計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

医療機関における非常用電源や受水槽等の施
設整備

2-2参照 2-2,7-2 健康福祉部

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部

電力系統への依存を減らす再生可能エネル
ギーモデルの普及

2-7参照 2-7,5-2,7-2 商工労働部

小型・自家消費型の再生可能エネルギー施設
等の普及拡大

2-4参照
2-4,2-7,5-
2,7-2 商工労働部

小型・自家消費型の再生可能エネルギー施設
等の普及拡大

2-4参照
2-4,2-7,5-
2,7-2 商工労働部

（７－３）道路等の基幹インフラの損壊により災害対応が遅れる事態

計画の推進のために必要な取組等 具体的な取組内容や事業箇所等 再掲箇所 部局名

幹線道路の整備 2-1参照

2-1,2-2,2-
4,4-1,
4-5,5-1,5-2,
5-3,5-5,6-
5,7-2,7-3

土木部

道路網の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

橋梁の耐震化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

トンネル補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

大型カルバートや道路標識等の補修 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

歩道等の整備 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

道路の無電柱化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

舗装の強化 1-3参照

1-3,1-4,2-1,
2-2,2-4,2-7,
4-1,4-5,5-
1,5-2,5-3,
5-5,6-5,7-2,
7-3

土木部

港湾施設の機能向上及び老朽化対策 2-2参照

2-2,2-4,4-
1,4-3,4-5,5-
2,5-3,5-5,
6-5,7-2,7-3

土木部
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